
羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表                              

一般-1 

頁 現計画 修正後 修正理由 

目次 

-1 

 

 

 

-3 

 

-4 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

目次 

第 1章 

（略） 

第 2章 

（略） 

第 3章 

（略） 

第 24節 遺体の捜索・取り扱い・埋葬 

（略） 

 

第 1章 総 則 

（略） 

第 2節 各機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

（略） 

第 2項 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

3 指定地方行政機関 

（略） 

(4) 東海農政局 

ア 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり防止区域内の農地地域に係 

る地すべり対策事業等の防災に係る国土保全対策の推進 

イ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報の収集 

ウ 被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要 

な指導 

エ 被災地における農産物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導 

オ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置についての指導並びに 

これらの災害復旧事業の実施及び指導 

カ 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措置 

キ 農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等 

ク 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等に関する指導 

ケ 応急用食料の供給支援に充てる在庫量の調査及び調達及びに供給体制の 

整備 

コ 被害を受けた関係業者・団体の被災状況の把握 

サ 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、消費 

目次 

第 1章 

（略） 

第 2章 

（略） 

第 3章 

（略） 

第 24節 遺体の捜索・取り扱い・埋火葬 

（略） 

 

第 1章 総 則 

（略） 

第 2節 各機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

（略） 

第 2項 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

3 指定地方行政機関 

（略） 

(4) 東海農政局 

ア 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり防止区域内の農地地域に係 

る地すべり対策事業等の防災に係る国土保全対策の推進 

イ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報の収集 

ウ 被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要 

な指導 

エ 被災地における農産物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導 

オ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置についての指導並びに 

これらの災害復旧事業の実施及び指導 

カ 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措置 

キ 農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等 

ク 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等に関する指導 

（削除） 

 

ケ 被害を受けた関係業者・団体の被災状況の把握 

コ 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、消費 

 

 

 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-2 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

者に提供するための緊急相談窓口の設置 

シ 必要に応じ、職員の派遣による食料供給活動の支援 

（略） 

(9) 東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）

の整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信（追加）の確保のための応急対策及び非常の 

場合の無線通信の監理 

ウ 被災地区における電気通信施設（追加）の被害状況の調査 

エ 各種非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

オ 非常通信協議会の運営 

カ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衝星携帯 

電話等の災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

（略） 

 

第 2章 災害予防 

第 1節 総 則 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

（略） 

2 推進体制 

（略） 

(4) 関係機関と連携した防災対策の整備 

市は平常時から県及び市町村等関係機関間や、企業等との間で協定の締結や

連絡手段の確保などの連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

 

（略） 

第 2項 防災業務施設及び設備等の整備 

（略） 

2  消防施設及び設備等 

市は、消防ポンプ自動車等の消防機械、消火栓及び防火水槽等の消防用水利

並びに消防通信施設及びその他の消防施設や設備の整備と維持管理に努め、災

害時の即応体制の確立を期する。 

特に、特殊火災（危険物施設、高層ビル等）に対処するための、化学車やは

者に提供するための緊急相談窓口の設置 

（削除） 

（略） 

(9) 東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）

の整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常の場

合の無線通信の監理 

ウ 被災地区における電気通信施設、放送設備等の被害状況の調査 

エ 各種非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

オ 非常通信協議会の運営 

カ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衝星携帯 

電話等の災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

（略） 

 

第 2章 災害予防 

第 1節 総 則 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

（略） 

2 推進体制 

（略） 

(4) 関係機関と連携した防災対策の整備 

市は平常時から県及び市町村等関係機関間や、企業等との間で協定の締結や

連絡手段の確保などの連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結など

の連携強化に当たっては、実効性の確保に留意するものとする。 

（略） 

第 2項 防災業務施設及び設備等の整備 

（略） 

2  消防施設及び設備等 

市は、消防ポンプ自動車等の消防機械、消火栓及び防火水槽等の消防用水利

並びに消防通信施設及びその他の消防施設や設備の整備と維持管理に努め、災

害時の即応体制の確立を期する。 

特に、特殊火災（危険物施設、高層ビル等）に対処するための、化学車等の

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月にはしご車を廃車



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-3 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しご車の維持管理には十分配慮するとともに、化学消火薬剤等の備蓄と整備を

図る。 

（略） 

6 災害対策本部施設の整備 

市は、災害対策活動の中枢拠点として、迅速正確な災害情報の収集伝達及び

迅速的確な指揮指令機能を有する災害対策本部機能の強化を推進するととも

に、大規模な災害により本庁舎が損壊し、災害対策活動が実施不可能になるこ

とを避けるため、災害対策本部機能を持った代替施設の整備を図り、また、保

有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設

備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努め

るものとする。 

災害情報を一元的に把握し、共有することできる体制の整備を図り、災害対

策本部の機能の充実・強化に努めるものとする。 

（追加） 

 

（略） 

第 5節 ボランティア活動の環境整備 

（略） 

1 ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい環境づくり 

市は、羽島市社会福祉協議会、日本赤十字社岐阜県支部及び各種ボランティ

ア団体との連携を図り、住民のボランティア意識の啓発とボランティア活動に

参加しやすい環境づくりを行う。 

 

 

その際、ボランティアの活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策

等について整備を推進する。 

（略） 

4 ボランティア活動の推進 

(1) ボランティアセンターの設置 

羽島市社会福祉協議会は、ボランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置

し、広報及び啓発によるボランティア募集のほか、福祉教育や研修によるボラ

ンティア育成とともに、受け入れ側との連絡調整等を行う等のボランティア活

動の推進を図る。 

また、市、県及び岐阜県社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置と

維持管理には十分配慮するとともに、化学消火薬剤等の備蓄と整備を図る。 

 

（略） 

6 災害対策本部施設の整備 

市は、災害対策活動の中枢拠点として、迅速正確な災害情報の収集伝達及び

迅速的確な指揮指令機能を有する災害対策本部機能の強化を推進するととも

に、大規模な災害により本庁舎が損壊し、災害対策活動が実施不可能になるこ

とを避けるため、災害対策本部機能を持った代替施設の整備を図り、また、保

有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設

備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努め

るものとする。 

災害情報を一元的に把握し、共有することできる体制の整備を図り、災害

対策本部の機能の充実・強化に努めるものとする。 

また、来庁者用の駐車場については、緊急通行車両用の駐車場など、災害応

急対策のために必要なスペースとする。 

（略） 

第 5節 ボランティア活動の環境整備 

（略） 

1 ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい環境づくり 

市は、羽島市社会福祉協議会、日本赤十字社岐阜県支部並びに各種ボランテ

ィア団体及び NPO等との連携を図るとともに、中間支援組織（ボランティア団

体・NPO等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた

連携体制の構築を図り、住民のボランティア意識の啓発とボランティア活動に

参加しやすい環境づくりを行う。 

その際、ボランティアの活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策

等について整備を推進する。 

（略） 

4 ボランティア活動の推進 

(1) ボランティアセンターの設置 

羽島市社会福祉協議会は、ボランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置

し、広報及び啓発によるボランティア募集のほか、福祉教育や研修によるボラ

ンティア育成とともに、受け入れ側との連絡調整等を行う等のボランティア活

動の推進を図る。 

また、市、県及び岐阜県社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置と

にしているため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来庁者用の駐車場整備を公共施設

等適正管理推進事業債（市町村役

場機能緊急保全事業）の対象とす

るため 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-4 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

29 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営について指導及び支援を行う。 

（追加） 

 

（略） 

第 6節 広域応援体制の整備 

（略） 

1 広域応援体制の整備 

市は、県または市域を越えた広域の災害時における応援協定等の締結に努め

るとともに、県内市町村の災害時相互応援体制の充実を図る。（追加） 

 

また、災害発生時、周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、後方支

援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものとし、相互応援協定等

に基づき、市内に派遣される応援部隊の受入れ態勢及び活動基盤となる施設等

の整備を進める。 

（略） 

第 8節 防災通信設備等の整備  

（略） 

7 情報の収集と伝達方法の多様化 

(1) 災害現場からの情報収集 

市は、あらかじめ、災害現場に赴き情報収集に当たる職員を指定するととも

に、自主防災組織等の情報担当者との連絡体制を確立し、（追加）災害現場情

報等の収集に努める。 

（略） 

第 10節 水害予防対策 

【方針】 

洪水等による水害を防止するための必要な水防組織、施設の整備等は、別に

定める「羽島市水防計画」によるが、水害と関連のある道路施設、治水事業、

農地防災の各予防対策（追加）については次に定めるところによる。 

 

（略） 

4 水害リスクの開示 

市は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取り組み

を行う契機となるよう、わかりやすい水害リスクの開示に努めるものとする。 

 （追加） 

運営について指導及び支援を行う。 

市はボランティアセンターの運営に積極的に参画するとともに、県はその取

り組みを支援するものとする。 

(略) 

第 6節 広域応援体制の整備 

（略） 

1 広域応援体制の整備 

市は、県または市域を越えた広域の災害時における応援協定等の締結に努め

るとともに、県内市町村の災害時相互応援体制の充実を図る。なお、相互支援

体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意する。 

また、災害発生時、周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、後方支

援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものとし、相互応援協定等

に基づき、市内に派遣される応援部隊の受入れ態勢及び活動基盤となる施設等

の整備を進める。 

（略） 

第 8節 防災通信設備等の整備  

（略） 

7 情報の収集と伝達方法の多様化 

(1) 災害現場からの情報収集 

市は、あらかじめ、災害現場に赴き情報収集に当たる職員を指定するととも

に、自主防災組織等の情報担当者との連絡体制を確立し、また、小型無人機（ド

ローン）等の機材を整備するなど、災害現場情報等の収集に努める。 

（略） 

第 10節 水害予防対策 

【方針】 

洪水等による水害を防止するための必要な水防組織、施設の整備等は、別に

定める「羽島市水防計画」によるが、水害と関連のある道路施設、治水事業、

農地防災の各予防対策、避難に関する情報等については次に定めるところによ

る。 

（略） 

4 水害リスクの開示 

市は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取り組み

を行う契機となるよう、わかりやすい水害リスクの開示に努めるものとする。 

 市は、これらの情報を活用し、水害の発生に備えたタイムライン及びハザ

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-5 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第 13節 避難対策  

（略） 

4 指定緊急避難場所・指定避難所 

市は、（追加）都市公園や学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれの

ない場所に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮し、

その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確

保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所に

ついて、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図

る。 

（略） 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所については、災害種別に応じて、災害及び二次災害のおそ

れのない安全区域内に立地する施設、または構造上安全な施設であって、災害

発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制やバリアフリー

機能等を有するものを指定する。 

(2) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、学校を（追加）避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場

であることに配慮するものとする。また、（追加）避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、（追加）避難所となる施設の利用方法等につ

いて、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

（略） 

市は、一般の（追加）避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮

者のため、（追加）避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施

設、障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 

(3) 避難所運営マニュアルの策定 

市は、（追加）避難所の運営を確立するため、自主防災組織等や施設管理者

との協議により、予定される避難所ごとに、事前に避難所運営マニュアルを策

定し、訓練等を通じて必要な知識等の普及に努めるとともに改善を図るものと

する。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に（追加）避難

所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間

ードマップを策定するものとする。 

（略） 

第 13節 避難対策  

（略） 

4 指定緊急避難場所・指定避難所 

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、都市公園や

学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれのない場所に、地域の人口、誘

致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、

災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及

び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設

等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。 

（略） 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所については、災害種別に応じて、災害及び二次災害のおそ

れのない安全区域内に立地する施設、または構造上安全な施設であって、災害

発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制やバリアフリー

機能等を有するものを指定する。 

(2) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であ

ることに配慮するものとする。また、指定避難所としての機能は応急的なもの

であることを認識の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に

教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

（略） 

市は、一般の指定避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者の

ため、必要に応じて避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施

設、障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 

(3) 避難所運営マニュアルの策定 

市は、指定避難所の運営を確立するため、自主防災組織等や施設管理者との

協議により、予定される避難所ごとに、事前に避難所運営マニュアルを策定し、

訓練等を通じて必要な知識等の普及に努めるとともに改善を図るものとする。

この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営で

きるように配慮するよう努めるものとする。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間
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で事前に（追加）避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとす

る。 

市及び各（追加）避難所の運営者は、（追加）避難所の良好な生活環境の継

続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

（略） 

7 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の基準の策

定 

（略） 

また、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避

難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくと

ともに、市長不在時における避難勧告、避難指示（緊急）等の発令について、

その判断に遅れを生じることがないよう代理規定等を整備するように努める

ものとする。 

（追加） 

 

 

 

 

 

（略） 

10 浸水想定区域における避難確保のための措置 

国及び県は、洪水予報を実施する河川又は洪水特別警戒水位に到達した旨の

情報を提供する河川として指定した河川について、想定し得る最大規模の降雨

により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域とし

て指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を

公表するとともに、市長に通知するものとする。 

（追加） 

 

 

（略） 

第 15節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 地域ぐるみの支援体制づくり  

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

で事前に指定避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

 

市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

（略） 

7 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の基準の策

定 

（略） 

また、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避

難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくと

ともに、市長不在時における避難勧告、避難指示（緊急）等の発令について、

その判断に遅れを生じることがないよう代理規定等を整備するように努める

ものとする。 

市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等について

は、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的

な避難勧告等の発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等について

も、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断

したものについては、同様に具体的な避難勧告等の発令基準を策定することと

する。 

（略） 

10 浸水想定区域における避難確保のための措置 

国及び県は、洪水予報を実施する河川又は洪水特別警戒水位に到達した旨の

情報を提供する河川として指定した河川について、想定し得る最大規模の降雨

により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域とし

て指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を

公表するとともに、市長に通知するものとする。 

市は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者か

ら必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、

これを水害リスク情報として住民、滞在者、その他の者へ周知するものとする。 

（略） 

第 15節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 地域ぐるみの支援体制づくり  

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等
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52 
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を行うための措置について定める。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成す

る。 

（略） 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から

（追加）避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び

移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

（略） 

5 外国人に対する防災対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が、災害

発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような防災環境づくりに努め

る。 

(1) 避難場所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに多 

言語化を推進 

(2) 地域全体で要配慮者への支援システムや救助体制を整備 

(3) 多言語による防災知識の普及活動を推進 

(4) 外国人を対象とした防災教育や防災訓練の普及 

(5) 多言語による災害時の行動マニュアルの作成及び配布 

 （追加） 

 

（略） 

第 22節 ライフライン施設対策 

（略） 

（追加） 

 

 

9 ライフラインの代替機能の確保 

（略） 

第 25節 企業防災の促進 

（略） 

1 企業の取り組み 

 企業は、大規模災害発生時の企業の果たすべき社会的役割を十分に認識し、 

（追加）各企業において、災害時に重要業務を継続するための BCPを策定・運

を行うための措置について定める。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成し

ておかなければならない。 

（略） 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から

指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送

方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

（略） 

5 外国人に対する防災対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が、災害

発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような防災環境づくりに努め

る。 

(1) 避難場所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに多言 

語化を推進 

(2) 地域全体で要配慮者への支援システムや救助体制を整備 

(3) 多言語による防災知識の普及活動を推進 

(4) 外国人を対象とした防災教育や防災訓練の普及 

(5) 多言語による災害時の行動マニュアルの作成及び配布 

(6) インターネットなど多様な手段を用いた、多言語による災害情報等の提

供 

（略） 

第 22節 ライフライン施設対策 

（略） 

9 電線類 

 道路管理者は、電線類の地中化を推進するものとする。 

 また、市は、道路沿いの電線周囲の危険な立木の伐採等を推進する。 

10 ライフラインの代替機能の確保 

（略） 

第 25節 企業防災の促進 

（略） 

1 企業の取り組み 

企業は、大規模災害発生時の企業の果たすべき社会的役割を十分に認識し、

自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロ
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用するよう努めるとともに、防災体制の整備や防災訓練に加えて、予想被害か

らの復旧計画策定や各計画の点検や見直し等をはじめとする BCM に取り組む

などの防災活動の推進に努める。 

 

 

 

（略） 

2 企業防災の促進のための取り組み 

市、県、商工団体等は、企業の従業員の防災意識の高揚を図るとともに、BCP

の策定や BCM の取り組みを促進するための情報提供や相談体制の整備などの

支援策を展開し、企業の防災力向上の推進を図る。 

 （追加）また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓

練への積極的参加の呼びかけや防災に関するアドバイスを行う。 

 

 

 

（略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第 3章 災害応急対策 

（略） 

第 1節 活動体制 

第 1項 活動体制の基準と分担任務 

市は、災害応急活動のため必要な体制をとる。活動体制の基準は下表による。 

ールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に

努めるものとする。各企業において、災害時に重要業務を継続するための BCP

を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事

業所の耐震化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予想

被害からの復旧計画策定や各計画の点検や見直し等をはじめとする BCM に取

り組むなどの防災活動の推進に努める。 

（略） 

2 企業防災の促進のための取り組み 

市、県、商工団体等は、企業の従業員の防災意識の高揚を図るとともに、優

良企業の表彰、企業の防災に係る取り組みの積極的評価等により、企業の防災

力向上の促進を図るものとする。 

市及び県は、企業防災分野の進展に伴って増大することになる BCP策定支援

及び BCM 構築支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発展

に向けた条件整備に取り組むものとする。また、企業を地域コミュニティの一

員としてとらえ、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけや防災に関するア

ドバイスを行う。 

（略） 

(3) 施設等管理者 

浸水想定区域に位置し、市計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、

避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事

項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成

し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。また、作成

した計画及び自衛防災組織の構成員等について市長に報告するものとする。 

（略） 

第 3章 災害応急対策 

（略） 

第 1節 活動体制 

第 1項 活動体制の基準と分担任務 

市は、災害応急活動のため必要な体制をとる。活動体制の基準は下表による。 
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（略） 

第 3節 ボランティア対策 

（略） 

1 市の活動 

(1) 市は羽島市社会福祉協議会が、福祉ふれあい会館に設置する災害救援ボ

ランティアセンターの設置及び運営に必要な情報機器等の設備や事務用品の

調達を支援する。 

（追加） 

 

 

 

(2) 災害救援ボランティアセンターが設置された場合には、市本部内にボラ

ンティア部会を設置し、関係機関への情報提供やセンターとの調整に当たる。 

 

(3) 市本部は、ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティア

活動を行っている者の生活環境についての配慮を行う。 

2 県の活動 

県は、（追加）県社会福祉協議会（追加）と連携して、被災地におけるボラ

ンティアニーズを把握し、必要とするボランティア活動の内容、人数等につい

て報道機関等の協力を得て全国へ情報提供し、参加を呼びかける。 

 

 

（略） 

3 羽島市社会福祉協議会の活動 

羽島市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、羽島市社

会福祉協議会災害対策本部を設置し、市本部等との協議の上、災害救援ボラン

 

（略） 

第 3節 ボランティア対策 

（略） 

1 市の活動 

(1) 市は羽島市社会福祉協議会が、福祉ふれあい会館に設置する災害（削除）

ボランティアセンターの設置及び運営に必要な情報機器等の設備や事務用品

の調達を支援する。 

(2) 市は羽島市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO・

NGO等のボランティア団体及び NPO等との連携を図るとともに、中間支援組織

（ボランティア団体・NPO等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行

う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置する。 

(3) 災害（削除）ボランティアセンターが設置された場合には、市本部内に

ボランティア部会を設置し、関係機関への情報提供やセンターとの調整に当た

る。 

(4) 市本部は、ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティア

活動を行っている者の生活環境についての配慮を行う。 

2 県の活動 

県は、大規模災害発生時に、速やかに災害ボランティア受入に係る総合調整

等を担う災害ボランティア連絡調整会議を設置し、県社会福祉協議会及び関係

団体等と連携して、被災地におけるボランティアニーズを把握し、必要とする

ボランティア活動の内容、人数等について報道機関等の協力を得て全国へ情報

提供し、参加を呼びかける。 

（略） 

3 羽島市社会福祉協議会の活動 

羽島市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、羽島市社

会福祉協議会災害対策本部を設置し、市本部等との協議の上、災害（削除）ボ

 

 

 

 

 

 

体制の見直しに伴う変更 

 

 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ
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108 

 

110 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

117 

 

 

 

 

ティアセンターを福祉ふれあい会館に設置する。災害救援ボランティアセンタ

ーの運営は市本部及び県社会福祉協議会等と連携を図り、活動の詳細について

は、別に定める「災害救援ボランティアセンター運営マニュアル」による。 

 

4 岐阜県社会福祉協議会の活動 

岐阜県社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、市及び県

と連携して、市町村社会福祉協議会が設置する災害救援ボランティアセンター

の支援を行う。また、被害が甚大で全国的な災害救援活動の必要があると認め

るときは、全国社会福祉協議会に対し災害救援のための支援を要請する。 

（略） 

第 6節 交通応急対策 

（略） 

第 2項 輸送手段の確保 

（略） 

11 緊急物資の地域内輸送拠点の運用 

（略） 

(2) 地域内輸送拠点における業務 

ア 緊急物資、救援物資の一時集積及び分類 

イ （追加）避難所等の物資需要情報の集約 

ウ 配送先別の仕分け 

エ 小型車両への積み替え、発送 

 なお、大型車両による輸送は原則として地域内輸送拠点までとする。 

 また、ウ、エについては、ボランティアを積極的に活用する。 

(3) （追加）避難所等への輸送 

（追加）避難所等までの輸送は、原則として市が実施する。 

（略） 

第 8節 警報・注意報・情報等の受理伝達 

1 警報等の発表及び解除 

（略） 

(3) 指定河川洪水予報等 

ア 国の機関が行う洪水予報 

木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所または庄内川河川事務所と

岐阜地方気象台または名古屋地方気象台は、共同して水防法第 10 条第 2 項

の規定により国土交通大臣が指定した河川(以下｢国指定洪水予報河川｣とい

ランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置する。災害（削除）ボランティ

アセンターの運営は市本部及び県社会福祉協議会等と連携を図り、活動の詳細

については、別に定める「災害（削除）ボランティアセンター運営マニュアル」

による。 

4 岐阜県社会福祉協議会の活動 

岐阜県社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、市及び県

と連携して、市町村社会福祉協議会が設置する災害（削除）ボランティアセン

ターの支援を行う。また、被害が甚大で全国的な災害救援活動の必要があると

認めるときは、全国社会福祉協議会に対し災害救援のための支援を要請する。 

（略） 

第 6節 交通応急対策 

（略） 

第 2項 輸送手段の確保 

（略） 

11 緊急物資の地域内輸送拠点の運用 

（略） 

(2) 地域内輸送拠点における業務 

ア 緊急物資、救援物資の一時集積及び分類 

イ 指定避難所等の物資需要情報の集約 

ウ 配送先別の仕分け 

エ 小型車両への積み替え、発送 

 なお、大型車両による輸送は原則として地域内輸送拠点までとする。 

 また、ウ、エについては、ボランティアを積極的に活用する。 

(3) 指定避難所等への輸送 

指定避難所等までの輸送は、原則として市が実施する。 

（略） 

第 8節 警報・注意報・情報等の受理伝達 

1 警報等の発表及び解除 

(略) 

(3) 指定河川洪水予報等 

ア 国の機関が行う洪水予報 

木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所または庄内川河川事務所と

岐阜地方気象台または名古屋地方気象台は、共同して水防法第 10 条第 2 項

の規定により国土交通大臣が指定した河川(以下｢国指定洪水予報河川｣とい

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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118 

う。)について、それぞれの河川名を付したはん濫注意情報、はん濫警戒情

報、はん濫危険情報、はん濫発生情報を発表及び解除する。洪水予報の種類

と基準等は、「岐阜県水防計画」の定めるところによる。 

イ 県と気象台が共同で行う洪水予報 

県と岐阜地方気象台は、共同して水防法第 11 条第 1 項の規定により県知

事が指定した河川(以下｢県指定洪水予報河川｣という。)について、それぞれ

の河川名を付したはん濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん

濫発生情報を発表及び解除する。洪水予報の種類と基準等は、「岐阜県水防

計画」の定めるところによる。 

ウ 国が行うはん濫危険水位(特別警戒水位)到達情報 

木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所または庄内川河川事務所

は、水防法第 13条第 1項の規定により国土交通大臣が指定した河川(以下｢水

位情報周知河川｣という。)について、はん濫危険水位(特別警戒水位)を定め、

当該河川の水位がこれに達したときは、はん濫警戒情報として水位または流

量を周知させる。はん濫危険水位(特別警戒水位)到達情報の種類等は、「岐

阜県水防計画」の定めるところによる。 

エ 都道府県が行うはん濫危険水位(特別警戒水位)到達情報 

県は、水防法第 13条第 2項の規定により県知事が指定した河川(以下「水

位情報周知河川」という。)について、はん濫危険水位(特別警戒水位)を定

め、当該河川の水位がこれに達したときは、はん濫警戒情報として水位また

は流量を周知させる。はん濫危険水位(特別警戒水位)到達情報の種類等は、

「岐阜県水防計画」の定めるところによる。 

(4) 危険水位一覧（太字は各河川に対する市の基準観測点） 

 

基準水位の出動については水防団の出動要請、避難判断及びはん濫危険につ

う。)について、それぞれの河川名を付した氾濫注意情報、氾濫警戒情報、

氾濫危険情報、氾濫発生情報を発表及び解除する。洪水予報の種類と基準等

は、「岐阜県水防計画」の定めるところによる。 

イ 県と気象台が共同で行う洪水予報 

県と岐阜地方気象台は、共同して水防法第 11条第 1項の規定により県知

事が指定した河川(以下｢県指定洪水予報河川｣という。)について、それぞれ

の河川名を付した氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情

報を発表及び解除する。洪水予報の種類と基準等は、「岐阜県水防計画」の

定めるところによる。 

ウ 国が行う氾濫危険水位(特別警戒水位)到達情報 

木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所または庄内川河川事務所

は、水防法第 13条第 1項の規定により国土交通大臣が指定した河川(以下｢水

位情報周知河川｣という。)について、氾濫危険水位(特別警戒水位)を定め、

当該河川の水位がこれに達したときは、氾濫警戒情報として水位または流量

を周知させる。氾濫危険水位(特別警戒水位)到達情報の種類等は、「岐阜県

水防計画」の定めるところによる。 

エ 都道府県が行う氾濫危険水位(特別警戒水位)到達情報 

県は、水防法第 13条第 2項の規定により県知事が指定した河川(以下「水

位情報周知河川」という。)について、氾濫危険水位(特別警戒水位)を定め、

当該河川の水位がこれに達したときは、氾濫警戒情報として水位または流量

を周知させる。氾濫危険水位(特別警戒水位)到達情報の種類等は、「岐阜県

水防計画」の定めるところによる。 

(4) 危険水位一覧（太字は各河川に対する市の基準観測点） 

 

基準水位の出動については水防団の出動要請、避難判断及び氾濫危険につい

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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147 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては避難勧告発令の基準とする。 

（略） 

第 10節 災害広報 

（略） 

5 被災者等への広報の配慮 

市及び県等は、文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要

配慮者の多様なニーズに配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者

及び所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した広報を

行う。（追加） 

 

（略） 

第 13節 県防災ヘリコプターの活用 

（略） 

1 災害応急対策活動のための防災ヘリコプターの出動 

 県知事は、市長から防災へリコプターの応援要請があり、次の要件のいず

れかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動による応援を行う。また、

県知事は、県域内に災害等が発生し、または発生のおそれがある場合、防災

ヘリコプターを出動させる。 

(1) 災害の状況把握及び情報収集が必要な場合 

(2) 被災地等への救援物資等の輸送及び応援要員等の搬送が必要な場合 

(3) 住民への避難誘導及び警報等の伝達が必要な場合 

(4) その他特に防災ヘリコプターによる災害応急対策活動が必要と認められ 

る場合 

2 防災ヘリコプターの応援要請 

 市は、防災ヘリコプターの応援要請をする場合は、岐阜県防災ヘリコプター

応援協定に基づき、県に対して次の事項を明らかにして行う。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(5) 災害現場の最高指揮者の職、氏名及び連絡手段 

(6) その他必要事項 

3 防災ヘリコプターの運航体制 

ては避難勧告発令の基準とする。 

（略) 

第 10節 災害広報 

（略） 

5 被災者等への広報の配慮 

市及び県等は、文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要

配慮者の多様なニーズに配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者

及び所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した広報を

行う。特に外国人に対しては、多言語による災害情報の発信に配慮するものと

する。 

（略） 

第 13節 県防災ヘリコプターの活用 

（略） 

1 災害応急対策活動のための防災ヘリコプターの出動 

 県知事は、市長から防災へリコプターによる支援の要請があり、次の要件

のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動による支援を行う。

また、県知事は、県域内に災害等が発生し、または発生のおそれがある場合、

防災ヘリコプターを出動させる。 

(1) 災害の状況把握及び情報収集が必要な場合 

(2) 被災地等への救援物資等の輸送及び応援要員等の搬送が必要な場合 

(3) 住民への避難誘導及び警報等の伝達が必要な場合 

(4) その他特に防災ヘリコプターによる災害応急対策活動が必要と認められ 

る場合 

2 防災ヘリコプターによる支援の要請 

 市は、防災ヘリコプターによる支援を要請する場合は、岐阜県防災ヘリコプ

ター支援協定に基づき、県に対して次の事項を明らかにして行う。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 離着陸を伴う場合においては離着陸予定地及び地上支援体制 

（削除） 

(5) その他必要事項 

3 防災ヘリコプターの運航体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 その他防災ヘリコプターの運航体制等については、「岐阜県防災ヘリコプタ

ー応援協定」「岐阜県防災ヘリコプター運航管理要綱」の定めるところによる。 

第 14節 災害救助法の適用 

（略） 

1 制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために、県

知事が国の機関として応急救助を行うものであるが、救助の事務の一部を市長

が行うこととすることができる。 

救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、県知事が厚生労働大臣の承認

を得て定めることとされており、市及び県が救助に要した費用については、県

が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁することがある。 

（追加） 

 

 

 

 

 

（略） 

3 災害救助法の適用 

市長は、災害により災害救助法を適用する必要があると認めた場合、県知事

に対しその旨を要請する。 

県知事は、市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用

する。 

 （追加） 

 

（略） 

第 15節 避難対策 

（略） 

1 避難の勧告または指示 

（略） 

(1) 市長の措置 

（略） 

市は、住民に対する避難のための避難勧告等を発令するにあたり、（追加） 

対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難勧告及び避難指示（緊急）

 その他防災ヘリコプターの運航体制等については、「岐阜県防災ヘリコプタ

ー支援協定」「岐阜県防災ヘリコプター運航管理要綱」の定めるところによる。 

第 14節 災害救助法の適用 

（略） 

1 制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために、県

知事が法定受託事務として応急救助を行うものであるが、救助の事務の一部を

市長が行うこととすることができる。 

救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、内閣総理大臣が定める基準に

従い県知事が定めることとされており、市及び県が救助に要した費用について

は、県が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁することがある。 

また、市及び県は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向

けて、あらかじめ救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うと

ともに、事務委任制度などの積極的な活用により役割分担を明確化するなど、

調整を行っておくものとする。 

なお、市が申請し、県知事の意見を聴いた上で、内閣総理大臣が指定した場

合は、救助主体（以下「救助実施市」という。）となることもできる。 

（略） 

3 災害救助法の適用 

市長は、災害により災害救助法を適用する必要があると認めた場合、県知事

に対しその旨を要請する。 

県知事は、市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用

する。 

また、県知事は多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じた場合、災害救助法を適用する。 

(略) 

第 15節 避難対策 

（略） 

1 避難の勧告または指示 

（略） 

(1) 市長の措置 

（略） 

市は、住民に対する避難のための避難勧告等を発令するにあたり、県から提

供される水害危険情報図等を基に、対象地域の適切な設定等に留意するととも
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を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯におけ

る避難準備・高齢者等避難開始の発令に努めるものとする。 

 

市は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開設していることが望ましいが、

避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇な

く避難勧告を発令するものとする。また、そのような事態が生じ得ることを住

民にも周知するものとする。 

（略） 

4 避難所の開設・運用 

(1) 避難所の開設場所 

市は、災害が発生するおそれがある場合又は発災時に、必要に応じ、避難準

備・高齢者等避難開始等の発令とあわせて指定避難所を開設し、住民等に対し

周知徹底を図る。また、要支援者のため、福祉避難所を開設するものとする。

必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対する

安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設する。さらに，要配

慮者の多様なニーズに配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・

ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

なお、（追加）避難場所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる

場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難場

所を設置・維持することの適否を検討する。 

市及び県は、災害の規摸等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活

の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及

び空き家等の利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難場所の早

期解消に努めることを基本とする。 

(2) （追加）避難所の周知 

市長は、（追加）避難所を開設した場合、その旨を告示して速やかに地域住

民に周知するとともに、県をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（略） 

(10) （追加）避難所の運営・管理等 

市は、（追加）あらかじめ定めた避難所運営マニュアル（在宅被災者への対

応を含む。）に従って各（追加）避難所の適切な運営管理を行う。この際、（追

加）避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等につい

ては、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部

支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村に対

に、避難勧告及び避難指示（緊急）を夜間に発令する可能性がある場合には、

避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に努

めるものとする。 

市は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、

避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇な

く避難勧告を発令するものとする。また、そのような事態が生じ得ることを住

民にも周知するものとする。 

（略） 

4 避難所の開設・運用 

(1) 避難所の開設場所 

市は、災害が発生するおそれがある場合又は発災時に、必要に応じ、避難準

備・高齢者等避難開始等の発令とあわせて指定避難所を開放し、住民等に対し

周知徹底を図る。また、要支援者のため、福祉避難所を開設するものとする。

必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対する

安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設する。さらに，要配

慮者の多様なニーズに配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・

ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

なお、指定避難場所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合

や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所

に指定されていたとしても原則として開設しないものとする。 

市及び県は、災害の規摸等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活

の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及

び空き家等の利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難場所の早

期解消に努めることを基本とする。 

(2) 指定避難所の周知 

市長は、指定避難所を開設した場合、その旨を告示して速やかに地域住民に

周知するとともに、県をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（略） 

(10) 指定避難所の運営・管理等 

市は、指定避難所の運営があらかじめ定めた避難所運営マニュアル（在宅被

災者への対応を含む。）に従って各指定避難所の適切な運営管理を行う。この

際、指定避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等に

ついては、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した

外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村
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して協力を求める。また、（追加）避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、

被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自

治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを

支援する。 

市は、（追加）避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。

そのため、食事供与の状況、（追加）トイレの設置（追加）状況等の把握に努

め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プ

ライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、歯科衛生士、保健師、看護師、管理

栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の

状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や（追加）避難所の衛

生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。また、必要に応じ、（追

加）避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

 

市は、（追加）避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女

のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、

巡回警備や防犯ブザーの配布等による（追加）避難所における安全性の確保な

ど、女性や子育て家庭のニーズに配慮した（追加）避難所の運営に努める。ま

た、外国人への対応について十分配慮するものとする。 

市は、それぞれの（追加）避難所に受入れている避難者に係る情報及び（追

加）避難所で生活せず食事のみ受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把

握に努めるものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい

福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情

報について市町村に提供するものとする。 

市は、やむを得ず（追加）避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療

サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

（略） 

(13) （追加）避難所における措置 

（追加）避難所における市長の実施する救援措置は、おおむね次のとおりと

する。 

ア 被災者の受入れ 

に対して協力を求める。また、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、

被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自

治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを

支援する。 

市は、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。そ

のため、食事供与の状況、下水道又は浄化槽の排水経路等を踏まえたトイレの

設置・使用可能状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用

状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、歯

科衛生士、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者

の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努

める。また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確

保に努める。 

市は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニ

ーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干

し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回

警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。また、外国人へ

の対応について十分配慮するものとする。 

市は、それぞれの指定避難所に受入れている避難者に係る情報及び指定避難

所で生活せず食料や水等を受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把握

に努めるものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福

祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報

について市町村に提供するものとする。 

市は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サー

ビスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

（略） 

(13) 指定避難所における措置 

指定避難所における市長の実施する救援措置は、おおむね次のとおりとす

る。 

ア 被災者の受入れ 
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イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

(14) ボランティアの活用 

市は、（追加）避難所を開設するにあたって、日本赤十字社奉仕団、その他

ボランティア団体の協力を得て、（追加）避難所の生活環境の保持等に努める。 

県は、市の実施する救援措置が円滑に行われるよう、ボランティアのあっせ

んをする。 

（略） 

10 要配慮者への配慮 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行

動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速

な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

市及び県は、避難誘導、（追加）避難所（追加）での生活環境の保持及び応

急仮設住宅への受入れに当たっては、要配慮者に十分配慮する。特に（追加）

避難所（追加）での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住

宅への優先的入居、高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努め、要配

慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

（略） 

12 広域一時滞在 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市

外への広域的な避難及び（追加）応急仮設住宅等への受入れが必要であると判

断した場合において、県内の他の市町村への受入れについては、県に調整を要

請または、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについ

ては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

（略） 

第 19節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 要配慮者・避難行動要支援者対策 

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定めるものとする。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時よ

り避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

(14) ボランティアの活用 

市は、指定避難所を開設するにあたって、日本赤十字社奉仕団、その他ボラ

ンティア団体の協力を得て、指定避難所の生活環境の保持等に努める。 

県は、市の実施する救援措置が円滑に行われるよう、ボランティアのあっせ

んをする。 

（略） 

10 要配慮者への配慮 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行

動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速

な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

市及び県は、避難誘導、指定避難所等での生活環境の保持及び応急仮設住宅

への受入れに当たっては、要配慮者に十分配慮する。特に指定避難所等での健

康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高

齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努め、要配慮者に向けた情報の提

供についても十分配慮する。 

（略） 

12 広域一時滞在 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市

外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要である

と判断した場合において、県内の他の市町村への受入れについては、県に調整

を要請または、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れに

ついては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

（略） 

第 19節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 要配慮者・避難行動要支援者対策 

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定めるものとする。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時よ

り避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成しな

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-17 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

172 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものとする。 

（略） 

3 外国人対策 

（略） 

(2) 正確な情報の伝達 

県と市は、テレビ・ラジオ等の外国語放送による正確な情報を伝達するなど、

外国人に対し、避難所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱することがない

よう努める。 

（略） 

第 20節 帰宅困難者対策 

（略） 

1 市民及び事業所等の啓発 

市及び県は、都市圏において、公共機関が運行を停止し、帰宅困難者が大量

に発生する場合は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報によ

り、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、（追加）滞在場所の確保

などの帰宅困難者等への支援を行う。また、各種手段により、徒歩帰宅に必要

な装備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必

要な啓発に努める。 

（略） 

第 21節 応急住宅対策 

（略） 

1 住宅確保の種別 

住宅を失いまたは破損し、もしくは土石の侵入その他によって居住すること

ができなくなった被災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種類及

び順位による。 

ければならない。 

（略） 

3 外国人対策 

（略） 

(2) 正確な情報の伝達 

県と市は、テレビ・ラジオ等の外国語放送や多言語によるインターネットな

どを通した正確な情報を伝達するなど、外国人に対し、避難所や物資支給等の

必要な情報が欠如、混乱することがないよう努める。 

（略） 

第 20節 帰宅困難者対策 

（略） 

1 市民及び事業所等の啓発 

市及び県は、都市圏において、公共機関が運行を停止し、帰宅困難者が大量

に発生する場合は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報によ

り、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、一時滞在施設の確保など

の帰宅困難者等への支援を行う。また、各種手段により、徒歩帰宅に必要な装

備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必要な

啓発に努める。 

（略） 

第 21節 応急住宅対策 

（略） 

1 住宅確保の種別 

住宅を失いまたは破損し、もしくは土石の侵入その他によって居住すること

ができなくなった被災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種類及

び順位による。 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-18 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

2 実施体制 

応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等は、原則として市

長が行う。災害救助法が適用された場合においても県知事から委任されたと

き、または県知事による救助のいとまがないときは、市長が行う。 

市及び県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業界団体に

協力を求めて実施する。応急仮設住宅を建設して確保することが困難な場合

は、関係団体に協力を求め、民間賃貸住宅を借り上げて提供する。また、災害

発生時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅の

空家等の把握に努め、必要時に迅速にあっせんできるように準備する。 

市は、自ら応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去をする

ことが困難な場合は、他市町村または県に応援を得て実施する。 

（略） 

第 22節 医療・救護活動 

（略） 

1 医療救護活動 

（略） 

(4) 災害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣要請 

市及び県は、必要に応じて医療関係機関又は国非常本部等に対し、災害派遣

医療チーム（DMAT）等の派遣を要請する。 

 

（略） 

2 実施体制 

応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等は、原則として市

長が行う。災害救助法が適用された場合においても県知事から委任されたと

き、または県知事による救助のいとまがないときは、市長が行う。 

市及び県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業界団体に協

力を求めて実施する。（削除）また、災害発生時における被災者用の住居とし

て利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅の空家等の把握に努め、必要時に迅速に

あっせんできるように準備する。 

 

市は、自ら応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去をするこ

とが困難な場合は、他市町村または県に応援を得て実施する。 

（略） 

第 22節 医療・救護活動 

（略） 

1 医療救護活動 

（略） 

(4) 災害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣要請 

市及び県は、必要に応じて医療関係機関又は国非常本部等に対し、災害派遣

医療チーム（DMAT）等の派遣を要請する。 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-19 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

 

 

 

 

県は、その区域内又は近隣県からの災害派遣医療チーム（DMAT）（追加）等

の派遣に係る調整を行う。また、活動場所（医療機関、救護所など）の確保を

図る。 

（略） 

第 23節 救護活動 

（略） 

1 救助活動 

市及び県警察は、緊密な連携のもとに速やかに救出作業を行い、負傷者につ

いては、医療機関（救護所を含む。）に収容する。 

なお、作業は、必要に応じ機械、器具を借り上げ、岐阜県防災ヘリコプター

応援協定に基づき、防災ヘリコプターを要請するなど実情に即した方法により

速やかに行う。   

（略） 

第 24節 遺体の捜索・取り扱い・埋葬 

【方針】 

災害時に死亡した者の遺体の捜索、見分、取り扱い、埋葬等を的確に実施す

るため、遺体捜索体制の確立、必要機器や遺体安置場の確保、他市町村、隣県

等の協力による火葬の実施等迅速に必要な措置を行う。広域に被災した場合

は、検視、検案体制を含め、広域調整を行う。 

（略） 

3 遺体の埋火葬 

(1) 遺体の埋葬 

市は、遺体を遺族へ引き渡しまたは火葬に付し、骨つぼもしくは骨箱を遺族

に引き渡す。身元の判明しない遺体は、福祉班は火葬に付し、墓地または納骨

堂に埋収蔵する等必要な措置をとる。 

なお、埋葬の実施に当たっては次の点に留意を要する。 

（略） 

(2) 基準 

（略） 

ウ 費用の範囲及び限度 

埋火葬に要する費用の範囲及び限度は次のとおりである。 

ａ 費用の範囲 

棺、骨つぼ、火葬または土葬に要する経費で、埋火葬の際の人夫及び輸

送に要する経費を含むが、埋火葬に当たっての供花代、酒代等は含まない。 

県は、その区域内又は近隣県からの災害派遣医療チーム（DMAT）等やドクタ

ーヘリ等の派遣に係る調整を行う。また、活動場所（医療機関、救護所など）

の確保を図る。 

（略） 

第 23節 救護活動 

（略） 

1 救助活動 

市及び県警察は、緊密な連携のもとに速やかに救出作業を行い、負傷者につ

いては、医療機関（救護所を含む。）に収容する。 

なお、作業は、必要に応じ機械、器具を借り上げ、岐阜県防災ヘリコプター

支援協定に基づき、防災ヘリコプターを要請するなど実情に即した方法により

速やかに行う。   

（略） 

第 24節 遺体の捜索・取り扱い・埋火葬 

【方針】 

災害時に死亡した者の遺体の捜索、見分、取り扱い、埋火葬等を的確に実施

するため、遺体捜索体制の確立、必要機器や遺体安置場の確保、他市町村、隣

県等の協力による火葬の実施等迅速に必要な措置を行う。広域に被災した場合

は、検視、検案体制を含め、広域調整を行う。 

（略） 

3 遺体の埋火葬 

(1) 遺体の埋火葬 

市は、遺体を遺族へ引き渡しまたは火葬に付し、骨つぼもしくは骨箱を遺族

に引き渡す。身元の判明しない遺体は、福祉班は火葬に付し、墓地または納骨

堂に埋収蔵する等必要な措置をとる。 

なお、埋火葬の実施に当たっては次の点に留意を要する。 

（略） 

(2) 基準 

（略） 

ウ 費用の範囲及び限度 

埋火葬に要する費用の範囲及び限度は次のとおりである。 

ａ 費用の範囲 

棺、骨つぼ、埋火葬に要する経費で、その人夫及び輸送に要する経費を

含むが、(削除)供花代、酒代等は含まない。 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-20 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(3) 報告及び事務手続 

市本部福祉班は、埋火葬を実施したときは「救助実施記録日計票(様式 73

号)」、「救助の種目別物資受払状況(様式 74号)」及び「埋葬台帳(様式 98号)」

を作成し、整備保管するとともにその状況を毎日、県本部防災班に「救助日報

(様式 5号)」により報告する。 

（略） 

5 応援協力 

市は、自ら遺体の捜索、取り扱い、収容、埋葬の実施が困難な場合、他市町

村または県へ実施、もしくは実施に要する要員及び資機材について応援を要請

する。 

県は、市町村の実施する遺体の捜索、取り扱い、収容、埋葬に特に必要があ

ると認めたときは、他市町村ほか関係機関・団体に応援するよう指示する。 

 応援の要求を受けた機関は、積極的に協力する。 

（略） 

第 27節 清掃活動 

（略） 

2 災害廃棄物の発生への備え 

市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅

速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一

般廃棄物（（追加）避難所（追加）ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含め

た災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等

について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

（略） 

第 30節 産業応急対策 

（略） 

2 観光客等の応急対策 

(1) 応急対策 

観光地域内に所在する宿泊休養施設、運動施設及びレジャー施設等の経営者

または管理者（以下「管理者」という。）は、気象の状況その他災害条件を把

握し、施設利用者に情報の周知をできる限り徹底しその対策に当たる。 

(2) 応援の要請 

管理者は、災害時における応急対策の実施ができないときは、速やかに市(消

防団を含む。) または警察官に応援もしくは実施の要請をする。なお、この場

（略） 

(3) 報告及び事務手続 

市本部福祉班は、埋火葬を実施したときは「救助実施記録日計票(様式 73

号)」、「救助の種目別物資受払状況(様式 74 号)」及び「埋火葬台帳(様式 98

号)」を作成し、整備保管するとともにその状況を毎日、県本部防災班に「救

助日報(様式 5号)」により報告する。 

（略） 

5 応援協力 

市は、自ら遺体の捜索、取り扱い、収容、埋火葬の実施が困難な場合、他市

町村または県へ実施、もしくは実施に要する要員及び資機材について応援を要

請する。 

県は、市町村の実施する遺体の捜索、取り扱い、収容、埋火葬に特に必要が

あると認めたときは、他市町村ほか関係機関・団体に応援するよう指示する。 

 応援の要求を受けた機関は、積極的に協力する。 

（略） 

第 27節 清掃活動 

（略） 

2 災害廃棄物の発生への備え 

市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅

速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一

般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の

廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、

災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

（略） 

第 30節 産業応急対策 

（略） 

2 観光客等の応急対策 

(1) 応急対策 

観光地域内に所在する宿泊休養施設、運動施設及びレジャー施設等の経営者

または管理者（以下「管理者」という。）は、気象の状況その他災害条件を把

握し、施設利用者に情報の周知をできる限り徹底しその対策に当たる。 

(2) 応援の要請 

管理者は、災害時における応急対策の実施ができないときは、速やかに市(消

防団を含む。) または警察官に応援もしくは実施の要請をする。なお、この場

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

233 

 

235 

 

 

 

 

 

236 

 

238 

 

239 

 

 

 

240 

 

241 

 

 

242 

 

 

 

243 

 

248 

合に要する経費は、管理者の負担とする。 

（追加） 

 

 

 

（略） 

第 37節 放射性物質対策 

（略） 

6 避難収容活動 

（略） 

(2) （追加）避難所 

市は、発災時に必要に応じ（追加）避難所を開設し、地域住民等に対し周知 

徹底を図る。 

（略） 

第 38節 危険物等災害対策 

（略） 

6 避難収容活動 

（略） 

(2) （追加）避難所 

市は、発災時に必要に応じ（追加）避難所を開設し、地域住民等に対し周知 

徹底を図る。なお、詳細については、第 3章第 15節「避難対策」による。 

（略） 

第 39節 大規模な火事災害対策 

（略） 

4 避難収容活動 

（略） 

(2) （追加）避難所 

市は、発災時に必要に応じ（追加）避難所を開設し、地域住民等に対し周知

徹底を図る。なお、詳細については、第 3章第 15節「避難対策」による。 

（略） 

 

第 4章 災害復旧 

（略） 

第 4節 被災者の生活確保 

合に要する経費は、管理者の負担とする。 

(3) 風評被害対策 

県は、災害時の観光への風評被害を最小限に止め、観光客の早期回復を図る

ため、「平成 30年 7月豪雨災害検証報告書（平成 30年 8月 31日）」に定める

災害時の観光誘客方針に基づき、必要な対策を実施するものとする。 

（略） 

第 37節 放射性物質対策 

（略） 

6 避難収容活動 

（略） 

(2) 指定避難所 

市は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、地域住民等に対し周知徹底 

を図る。 

（略） 

第 38節 危険物等災害対策 

（略） 

6 避難収容活動 

（略） 

(2) 指定避難所 

市は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、地域住民等に対し周知徹底

を図る。なお、詳細については、第 3章第 15節「避難対策」による。 

（略） 

第 39節 大規模な火事災害対策 

（略） 

4 避難収容活動 

（略） 

(2) 指定避難所 

市は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、地域住民等に対し周知徹底

を図る。なお、詳細については、第 3章第 15節「避難対策」による。 

（略） 

 

第 4章 災害復旧 

（略） 

第 4節 被災者の生活確保 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［一般対策計画］新旧対照表 

一般-22 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

248 

 

249 

（略） 

2 個人被災者への資金援助等 

（略） 

(6) 災害生業資金 

岐阜県社会福祉協議会は、災害救助法に基づき、同法を適用した市町村に居

住する者で、零細な資本によって生業を営んでいる者が、災害のため住家を全

壊、全焼または流出した場合に、その自立更正をさせるため、災害生業資金の

貸付けを行う。 

(7) 知事見舞金 

県は、災害により多数の者が被害を受けた場合は、被災者に対し、知事見舞

金を支給する。 

（略） 

（略） 

2 個人被災者への資金援助等 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

(6) 知事見舞金 

県は、災害により多数の者が被害を受けた場合は、被災者に対し、知事見舞

金を支給する。 

（略） 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-1 

頁 現計画 修正後 修正理由 

目次 

-1 

 

 

 

-2 

 

-3 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

目次 

第 1章 

（略） 

第 2章 

（略） 

第 3章 

（略） 

第 25節 遺体の捜索・取り扱い・埋葬 

（略） 

 

第１章 総則 

（略） 

第 2節 各機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

（略） 

第 2項 処理すべき業務又は業務の大綱 

（略） 

(4) 東海農政局 

ア 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり防止区域内の農地地域に 

係る地すべり対策事業等の防災に係る国土保全対策の推進 

  イ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報の収集 

  ウ 被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要 

な指導 

  エ 被災地における農産物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導 

  オ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置についての指導並びに 

これらの災害復旧事業の実施及び指導 

  カ 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措置 

  キ 農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等 

  ク 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等に関する指導 

ケ 応急用食料の供給支援に充てる在庫量の調査及び調達並びに供給体制の

整備 

コ 被害を受けた関係業者・団体の被災状況の把握 

サ 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、消費

者に提供するための緊急相談窓口の設置 

シ 必要に応じ、職員の派遣による食料供給活動の支援 

目次 

第 1章 

（略） 

第 2章 

（略） 

第 3章 

（略） 

第 25節 遺体の捜索・取り扱い・埋火葬 

（略） 

 

第１章 総則 

（略） 

第 2節 各機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

（略） 

第 2項 処理すべき業務又は業務の大綱 

（略） 

(4) 東海農政局 

ア 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり防止区域内の農地地域に

係る地すべり対策事業等の防災に係る国土保全対策の推進 

イ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報の収集 

ウ 被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要 

な指導 

エ 被災地における農産物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導 

オ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置についての指導並びに 

これらの災害復旧事業の実施及び指導 

カ 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措置 

キ 農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等 

ク 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等に関する指導 

（削除） 

 

ケ 被害を受けた関係業者・団体の被災状況の把握 

コ 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、 

消費者に提供するための緊急相談窓口の設置 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-2 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(9) 東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設） 

の整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信（追加）の確保のための応急対策及び非常の場

合の無線通信の監理 

ウ 被災地区における電気通信施設（追加）の被害状況の調査 

エ 各種非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

オ 非常通信協議会の運営 

カ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衝星携帯 

電話等の災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

（略） 

第 4節 被害想定 

（略） 

(2)  阿寺断層系地震 

「阿寺断層系」は、下呂市から中津川市に及ぶ断層（約70ｋｍ）であり、内

陸直下型地震の震源域として羽島市にも影響があると考えられる 

県被害想定調査によれば、「阿寺断層系地震」では、羽島市において最大で

以下のような被害が想定されている。 

 

（略） 

（略） 

(9) 東海総合通信局 

  ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）

の整備のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常の場

合の無線通信の監理 

ウ 被災地区における電気通信施設、放送設備等の被害状況の調査 

エ 各種非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

オ 非常通信協議会の運営 

カ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衝星携帯 

電話等の災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸与 

（略） 

第 4節 被害想定 

（略） 

(2)  阿寺断層系地震 

「阿寺断層系」は、下呂市から中津川市に及ぶ断層（約70ｋｍ）であり、内

陸直下型地震の震源域として羽島市にも影響があると考えられる 

内陸直下地震被害想定調査（平成31年2月）によれば、「阿寺断層系地震」で

は、羽島市において最大で以下のような被害が想定されている。 

 

（略） 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-3 

頁 現計画 修正後 修正理由 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

(4)  高山・大原断層帯地震 

「高山・大原断層帯」は、高山市から郡上市に及ぶ断層（約 48ｋｍ）であ

り、内陸直下型地震の震源域として羽島市にも影響があると考えられる 

県被害想定調査によれば、「高山・大原断層帯地震」では、羽島市において

最大で以下のような被害が想定されている。 

 

 

第 2章 地震災害予防 

第１節 総則 

（略） 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

（略） 

2 推進体制 

（略） 

(4) 関係機関と連携した防災対策の整備 

市は平常時から県及び市町村等関係機関間や、企業等との間で協定の締結や

連絡手段の確保などの連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

 

（略） 

第 2項 震災に関する調査研究 

(4)  高山・大原断層帯地震 

「高山・大原断層帯」は、高山市から郡上市に及ぶ断層（約 48ｋｍ）であ

り、内陸直下型地震の震源域として羽島市にも影響があると考えられる 

内陸直下地震被害想定調査（平成 31年 2月）によれば、「高山・大原断層帯

地震」では、羽島市において最大で以下のような被害が想定されている。 

 

 

第 2章 地震災害予防 

第１節 総則 

（略） 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

（略） 

2 推進体制 

（略） 

(4) 関係機関と連携した防災対策の整備 

市は平常時から県及び市町村等関係機関間や、企業等との間で協定の締結や

連絡手段の確保などの連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結など

の連携強化にあたっては、実効性の確保に留意するものとする。 

（略） 

第 2項 震災に関する調査研究 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-4 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

22-1 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

2 対策 

県では、「岐阜県地震被害想定調査（平成 10年 3月）」「岐阜県東海地震等被

害想定調査（平成 15 年 7 月）」「岐阜県東海地震等被害対応シナリオ業務報告

書（平成 16年 8月）」、「南海トラフ等被害想定調査（平成 25 年 2 月）」（追加）

などの具体的な地震防災対策を策定するために重要な地震被害想定に関する

調査研究や、地震予知に必要な資料を得るための調査研究等を実施しており、

こうした調査研究等の結果を積極的に取り入れ、地震防災対策の充実強化を図

ることとする。 

（略） 

第 5節 ボランティア活動の環境整備 

（略） 

1 ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい環境づくり 

市は、羽島市社会福祉協議会、日本赤十字社岐阜県支部及び各種ボランティ

ア団体との連携を図り、住民のボランティア意識の啓発とボランティア活動に

参加しやすい環境づくりを行う。 

 

 

（略） 

4 ボランティア活動の推進 

(1) ボランティアセンターの設置 

羽島市社会福祉協議会は、ボランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置

し、広報及び啓発によるボランティア募集のほか、福祉教育や研修によるボラ

ンティア育成とともに、受け入れ側との連絡調整等を行う等のボランティア活

動の推進を図る。 

また、市、県及び岐阜県社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置と

運営について指導及び支援を行う。 

（追加） 

 

(2) ボランティアコーディネーターの育成 

（略） 

（追加） 

 

 

（略） 

2 対策 

県では、「岐阜県地震被害想定調査（平成 10年 3月）」「岐阜県東海地震等被

害想定調査（平成 15 年 7 月）」「岐阜県東海地震等被害対応シナリオ業務報告

書（平成 16 年 8 月）」、「南海トラフ等被害想定調査（平成 25 年 2 月）」、「内

陸直下地震被害想定調査（平成 31年 2月）」などの具体的な地震防災対策を策

定するために重要な地震被害想定に関する調査研究や、地震予知に必要な資料

を得るための調査研究等を実施しており、こうした調査研究等の結果を積極的

に取り入れ、地震防災対策の充実強化を図ることとする。 

（略） 

第 5節 ボランティア活動の環境整備 

（略） 

1 ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい環境づくり 

市は、羽島市社会福祉協議会、日本赤十字社岐阜県支部及び各種ボランティ

ア団体及び NPO 等との連携を図るとともに、中間支援組織（ボランティア団

体・NPO等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた

連携体制の構築を図り、住民のボランティア意識の啓発とボランティア活動に

参加しやすい環境づくりを行う。 

（略） 

4 ボランティア活動の推進 

(1) ボランティアセンターの設置 

羽島市社会福祉協議会は、ボランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置

し、広報及び啓発によるボランティア募集のほか、福祉教育や研修によるボラ

ンティア育成とともに、受け入れ側との連絡調整等を行う等のボランティア活

動の推進を図る。 

また、市、県及び岐阜県社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置と

運営について指導及び支援を行う。 

市はボランティアセンターの運営に積極的に参画するとともに、県はその取

り組みを支援するものとする。 

(2) ボランティアコーディネーターの育成 

（略） 

(3) ボランティア支援を担う職員の養成 

県は、大規模災害発生時における迅速かつ継続的な支援に備えるため、災害 

ボランティア支援を担う職員を養成するものとする。 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-5 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

34 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ボランティア活動拠点の整備 

羽島市社会福祉協議会は、災害救援ボランティア活動の拠点である福祉ふれ

あい会館にボランティア活動に必要な情報機器や設備等の整備を図る。 

（略） 

第 6節 広域応援体制の整備 

（略） 

1 広域応援体制の整備 

市は、県または市域を越えた広域の災害時における応援協定等の締結に努め

るとともに、県内市町村の災害時相互応援体制の充実を図る。（追加） 

 

また、災害発生時、周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、後方支

援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものとし、相互応援協定等

に基づき、市内に派遣される応援部隊の受入れ態勢及び活動基盤となる施設等

の整備を進める。 

（略） 

第 8節 防災通信設備等の整備 

（略） 

7 情報の収集と伝達方法の多様化 

(1) 災害現場からの情報収集 

市は、あらかじめ、災害現場に赴き情報収集に当たる職員を指定するととも

に、自主防災組織等の情報担当者との連絡体制を確立し、（追加）災害現場情

報等の収集に努める。 

（略） 

第 10節 避難対策 

（略） 

4 指定緊急避難場所・指定避難所  

市は、（追加）都市公園や学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれの

ない場所に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮し、

その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確

保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所に

ついて、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図

る。 

（略） 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

(4) ボランティア活動拠点の整備 

羽島市社会福祉協議会は、災害救援ボランティア活動の拠点である福祉ふれ

あい会館にボランティア活動に必要な情報機器や設備等の整備を図る。 

（略） 

第 6節 広域応援体制の整備 

（略） 

1 広域応援体制の整備 

市は、県または市域を越えた広域の災害時における応援協定等の締結に努め

るとともに、県内市町村の災害時相互応援体制の充実を図る。なお、相互支援

体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意する。 

また、災害発生時、周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、後方支

援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものとし、相互応援協定等

に基づき、市内に派遣される応援部隊の受入れ態勢及び活動基盤となる施設等

の整備を進める。 

（略） 

第 8節 防災通信設備等の整備 

（略） 

7 情報の収集と伝達方法の多様化 

(1) 災害現場からの情報収集 

市は、あらかじめ、災害現場に赴き情報収集に当たる職員を指定するととも

に、自主防災組織等の情報担当者との連絡体制を確立し、また、小型無人機（ド

ローン）等の機材を整備するなど、災害現場情報等の収集に努める。 

（略） 

第 10節 避難対策 

（略） 

4 指定緊急避難場所・指定避難所 

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、都市公園や

学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれのない場所に、地域の人口、誘

致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、

災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及

び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設

等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。 

（略） 

(1) 指定緊急避難場所の指定 
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指定緊急避難場所については、被災が想定されない安全区域内に立地する施

設等であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体

制やバリアフリー機能等を有するものを指定するものとする。 

 

 

(2) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、学校を（追加）避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場

であることに配慮するものとする。また、（追加）避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、（追加）避難所となる施設の利用方法等につ

いて、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るもの

とする。 

また、（追加）避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、非常用燃料の

確保及び非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器、排水経路を含めた災害に強

いトイレ等の整備や活用のほか、男女のニーズの違いを考慮し、男女双方の視

点に立った整備を図るとともに、空調、洋式トイレ等要配慮者の多様なニーズ

にも配慮した施設・設備の整備に努めるものとする。 

指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合は、優先順位をつけて計画的

に安全確保対策を進めるものとする。 

市は、一般の（追加）避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮

者のため、（追加）避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施

設、障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。 

(3) 避難所運営マニュアルの策定 

市は、（追加）避難所の運営を確立するため、自主防災組織等や施設管理者

との協議により、予定される避難所ごとに、事前に避難所運営マニュアルを策

定し、訓練等を通じて必要な知識等の普及に努めるとともに改善を図るものと

する。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に（追加）避難

所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間

で事前に（追加）避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとす

る。 

市及び各（追加）避難所の運営者は、（追加）避難所の良好な生活環境の継

続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

（略） 

指定緊急避難場所については、被災が想定されない安全区域内に立地する施

設等であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体

制やバリアフリー機能等を有するものを指定し、指定緊急避難場所となる都市

公園等のオープンスペースについては、必要に応じ、大規模な火事の輻射熱に

対して安全な空間とすることに努めるものとする。 

(2) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であ

ることに配慮するものとする。また、指定避難所としての機能は応急的なもの

であることを認識の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に

教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

 

また、指定避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、非常用燃料の確保

及び非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器、排水経路を含めた災害に強いト

イレ等の整備や活用のほか、男女のニーズの違いを考慮し、男女双方の視点に

立った整備を図るとともに、空調、洋式トイレ等要配慮者の多様なニーズにも

配慮した施設・設備の整備に努めるものとする。 

指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合は、優先順位をつけて計画的

に安全確保対策を進めるものとする。 

市は、一般の指定避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者の

ため、指定避難所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施設、障害

者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。 

(3) 避難所運営マニュアルの策定 

市は、指定避難所の運営を確立するため、自主防災組織等や施設管理者との

協議により、予定される避難所ごとに、事前に避難所運営マニュアルを策定し、

訓練等を通じて必要な知識等の普及に努めるとともに改善を図るものとする。

この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営で

きるように配慮するよう努めるものとする。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間

で事前に指定避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

 

市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

（略） 

 

県計画の変更に伴う修正 
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第 12項 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 地域ぐるみの支援体制づくり  

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定める。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成す

るものとする。 

（略） 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から

（追加）避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び

移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

（略） 

5 外国人に対する防災対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が、地震

災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような防災環境づくりに

努める。 

(1) 避難場所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに多言 

語化を推進 

(2) 地域全体で要配慮者への支援システムや救助体制を整備 

(3) 多言語による防災知識の普及活動を推進 

(4) 外国人を対象とした防災教育や防災訓練の普及 

(5) 多言語による災害時の行動マニュアルの作成及び配布 

 （追加） 

 

（略） 

第 16節 まちの不燃化・耐震化 

（略） 

1 建築物の防災対策 

（略） 

(3) 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

市及び県は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）及び宅地が余震

等による二次災害に対して安全であるかどうかの判定を実施する技術者を確

保するため、「全国被災建築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地危険度

第 12項 要配慮者・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 地域ぐるみの支援体制づくり  

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定める。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成し

ておかなければならない。 

（略） 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から

指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送

方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

（略） 

5 外国人に対する防災対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が、地震

災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次のような防災環境づくりに

努める。 

(1) 避難場所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに多言 

語化を推進 

(2) 地域全体で要配慮者への支援システムや救助体制を整備 

(3) 多言語による防災知識の普及活動を推進 

(4) 外国人を対象とした防災教育や防災訓練の普及 

(5) 多言語による災害時の行動マニュアルの作成及び配布 

(6) インターネットなど多様な手段を用いた、多言語による災害情報等の提

供 

（略） 

第 16節 まちの不燃化・耐震化 

（略） 

1 建築物の防災対策 

（略） 

(3) 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

市及び県は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）及び宅地が地震

等による二次災害に対して安全であるかどうかの判定を実施する技術者を確

保するため、「全国被災建築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地危険度
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50 

 

 

 

 

判定連絡協議会」が定める判定要綱及び判定業務マニュアル（震前対策編）に

基づき平常時から事前に準備しておくよう努める。 

（略） 

(4) その他の安全対策 

市、県及び施設管理者は、窓ガラス及び看板等の落下対策、ブロック塀（石

塀を含む）の倒壊防止対策、天井の脱落防止対策、エレベーターにおける閉じ

込め防止対策等、建築物に関連する安全対策を講ずる。（追加） 

 

（略） 

3 道路、河川施設等の防災対策 

(1) 道路・橋梁等の整備 

道路管理者は、地震発生後の緊急輸送の確保等の観点から、道路・橋梁等の

整備を推進する。 

ア 災害に強い道路ネットワークの整備 

大規模地震発生時における災害応急活動及び警戒宣言発令時の対策活動

の実施に必要な要員、物資等の緊急輸送を行うため、計画的な道路網の整備

に努める。さらに、必要な代替ルート確保が可能となるよう必要な道路整備

を推進する。 

イ 道路橋等の耐震性の向上 

新たに橋梁等を建設する場合は、耐震性に配慮した建設を積極的に推進

し、道路機能の確保を図る。 

既設橋梁については、複断面の高架橋（下に並行して道路がある高架橋）、

跨線橋（鉄軌道をまたぐ橋）、跨道橋（他の道路をまたぐ橋）や緊急輸送道

路等の緊急度の高い橋梁から、橋脚の補強、落橋防止措置（橋桁が乗ってい

る部分の拡幅、桁どうしの連結など大地震発生時でも橋桁が下に落ちないよ

うに防止する装置）を順次整備する。 

 

 

（略） 

第 17節 地盤の液状化対策 

（略） 

【方針】 

本市は、特に沖積層が厚く堆積した平野部に位置し、地盤が軟弱であること

を踏まえ、本市周辺を震源とした地震はもとより、遠隔地で発生した地震にお

判定連絡協議会」が定める判定要綱及び判定業務マニュアル（震前対策編）に

基づき平常時から事前に準備しておくよう努める。 

（略） 

(4) その他の安全対策 

市、県及び施設管理者は、窓ガラス及び看板等の落下対策、ブロック塀（石

塀を含む）の倒壊防止対策、天井の脱落防止対策、エレベーターにおける閉じ

込め防止対策等、建築物に関連する安全対策を講ずる。特に倒壊の危険のある

ブロック塀の除却を進めていくものとする。 

（略） 

3 道路、河川施設等の防災対策 

(1) 道路・橋梁等の整備 

道路管理者は、地震発生後の緊急輸送の確保等の観点から、道路・橋梁等の

整備を推進する。 

ア 災害に強い道路ネットワークの整備 

大規模地震発生時における災害応急活動及び警戒宣言発令時の対策活動

の実施に必要な要員、物資等の緊急輸送を行うため、計画的な道路網の整備

に努める。さらに、必要な代替ルート確保が可能となるよう必要な道路整備

を推進する。 

イ 道路橋等の耐震性の向上 

新たに橋梁等を建設する場合は、耐震性に配慮した建設を積極的に推進

し、道路機能の確保を図る。 

既設橋梁については、複断面の高架橋（下に並行して道路がある高架橋）、

跨線橋（鉄軌道をまたぐ橋）、跨道橋（他の道路をまたぐ橋）や緊急輸送道

路等の緊急度の高い橋梁から、橋脚の補強、落橋防止措置（橋桁が乗ってい

る部分の拡幅、桁どうしの連結など大地震発生時でも橋桁が下に落ちないよ

うに防止する装置）を順次整備し、地震による損傷が限定的なものに留まり、

橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能を確保する。また、液状化が

生じる可能性が高い地域の橋梁において橋台背面の段差対策を実施する。 

（略） 

第 17節 地盤の液状化対策 

（略） 

【方針】 

本市は、特に沖積層が厚く堆積した平野部に位置し、地盤が軟弱であること

を踏まえ、本市周辺を震源とした地震はもとより、遠隔地で発生した地震にお

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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51 

 

53 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

いても、それが長周期地震動を伴い、揺れの時間が長いほど地盤の液状化現象

の発生が考えられることから、埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある個所

を始めとして、（追加）浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を

図るとともに、施設の特性を踏まえた技術基準を検討し、その結果に基づいて、

適切な予防措置及び迅速な安全点検を講ずる。 

（略） 

【実施内容】 

1 液状化危険度に関する意識啓発 

県は、被害想定により作成した地盤の地震動及び液状化判定図等を県民に提

供するとともに、自然災害回避（アボイド）行政による情報の提供を図る。ま

た、地震動を含め、建築物の液状化対策に関するパンフレット等を作成し、知

識の普及を図る。なお、地震動及び液状化による建築物被害が想定される区域

の建築については、安全上有効と考えられる対策を講ずるよう指導する。 

(追加) 

 

 

市は、現在ある液状化危険度マップの周知、自宅周辺の過去の土地利用の経

過など把握をすすめ、一般住宅の液状化対策工法の周知など、より具体的な液

状化危険度に関する意識啓発を行う。特に、液状化現象により生じる被害（ラ

イフライン被害、住家被害、堤防被害等）について住民に周知し、被害軽減の

ための予防対策を行うよう啓発を行う。 

（略） 

第 18節 ライフライン施設対策 

（略） 

（追加） 

 

 

（略） 

第 21節 企業防災の促進 

（略） 

1 企業の取り組み 

企業は、大規模災害発生時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害

の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、（追加）各

企業において、災害時に重要業務を継続するための BCPを策定するよう努める

いても、それが長周期地震動を伴い、揺れの時間が長いほど地盤の液状化現象

の発生が考えられることから、埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある個所

を始めとして、地形分類や浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等

を図るとともに、施設の特性を踏まえた技術基準を検討し、その結果に基づい

て、適切な予防措置及び迅速な安全点検を講ずる。 

（略） 

【実施内容】 

1 液状化危険度に関する意識啓発 

県は、被害想定により作成した地盤の地震動及び液状化判定図等を県民に提

供するとともに、自然災害回避（アボイド）行政による情報の提供を図る。ま

た、地震動を含め、建築物の液状化対策に関するパンフレット等を作成し、知

識の普及を図る。なお、地震動及び液状化による建築物被害が想定される区域

の建築については、安全上有効と考えられる対策を講ずるよう指導する。 

市及び県は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マッ

プを作成・公表するよう努めるとともに、宅地の耐震化を実施するよう努める

ものとする。 

市は、現在ある液状化危険度マップの周知、自宅周辺の過去の土地利用の経

過など把握をすすめ、一般住宅の液状化対策工法の周知など、より具体的な液

状化危険度に関する意識啓発を行う。特に、液状化現象により生じる被害（ラ

イフライン被害、住家被害、堤防被害等）について住民に周知し、被害軽減の

ための予防対策を行うよう啓発を行う。 

（略） 

第 18節 ライフライン施設対策 

（略） 

9 電線類 

 道路管理者は、電線類の無電柱化を推進するものとする。 

 また、市は、道路沿いの電線周囲の危険な立木の伐採等を推進する。 

（略） 

第 21節 企業防災の促進 

（略） 

1 企業の取り組み 

企業は、大規模災害発生時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害

の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然

災害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリス

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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59 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものとする。また、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化、耐浪

化、（追加）予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電

力等の重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーン

の確保等の事業継続上取組を継続的に実施するなど BCMの取り組みを通じて

防災活動の推進に努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供

する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、県

及び市との協定や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努める

ものとする。 

 

 

 

（略） 

2 企業防災の促進のための取り組み 

市、県、商工団体等は、企業の従業員の防災意識の高揚を図るとともに、Ｂ

ＣＰの策定やＢＣＭの取り組みを促進するための情報提供や相談体制の整備

などの支援策を展開し、企業の防災力向上の推進を図る。 

（追加） 

 

 

（略） 

 

第 3章 災害応急対策 

第 1項 活動体制の基準と分担任務 

市は、地震災害応急活動のため必要な体制をとる。活動体制の基準は下表に

よる。 

 

クファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるもの

とする。具体的には、各企業において、災害時に重要業務を継続するための

BCPを策定するよう努めるとともに、また、防災体制の整備、防災訓練の実施、

事業所の耐震化、耐浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の

確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の

重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保

等の事業継続上取組を継続的に実施するなど BCMの取り組みを通じて防災活

動の推進に努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事

業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、県及び市

との協定や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものと

する。 

（略） 

2 企業防災の促進のための取り組み 

市、県、商工団体等は、企業の従業員の防災意識の高揚を図るとともに、優

良企業の表彰、企業の防災に係る取り組みの積極的評価等により、企業の防災

力向上の促進を図るものとする。 

市及び県は、企業防災分野の進展に伴って増大することになる BCP策定支援

及び BCM 構築支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発展

に向けた条件整備に取り組むものとする。 

（略） 

 

第 3章 災害応急対策 

第 1項 活動体制の基準と分担任務 

市は、地震災害応急活動のため必要な体制をとる。活動体制の基準は下表に

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制の見直しに伴う修正 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 ボランティア対策 

（略）  

1 市の活動 

(1) 市は羽島市社会福祉協議会が、福祉ふれあい会館に設置する災害救援ボ

ランティアセンターの設置及び運営に必要な情報機器等の設備や事務用品の

調達を支援する。 

（追加） 

 

 

 

(2) 災害救援ボランティアセンターが設置された場合には、市本部内にボラ 

ンティア部会を設置し、関係機関への情報提供やセンターとの調整に当たる。 

 

(3) 市本部は、ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティア 

活動を行っている者の生活環境についての配慮を行う。 

2 県の活動 

県は、（追加）県社会福祉協議会（追加）と連携して、被災地におけるボラ

ンティアニーズを把握し、必要とするボランティア活動の内容、人数等につい

て報道機関等の協力を得て全国へ情報提供し、参加を呼びかける。 

 

 

3 羽島市社会福祉協議会の活動 

羽島市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、羽島市

社会福祉協議会災害対策本部を設置し、市本部等との協議の上、災害救援ボ

ランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置する。災害救援ボランティア

センターの運営は市本部及び県社会福祉協議会等と連携を図り、活動の詳細

については、別に定める「災害救援ボランティアセンター運営マニュアル」

による。 

4 岐阜県社会福祉協議会の活動 

岐阜県社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、市及び

県と連携して、市町村社会福祉協議会が設置する災害救援ボランティアセン

ターの支援を行う。また、被害が甚大で全国的な災害救援活動の必要がある

と認めるときは、全国社会福祉協議会に対し災害救援のための支援を要請す

る。 

第 3節 ボランティア対策 

（略） 

1 市の活動 

(1) 市は羽島市社会福祉協議会が、福祉ふれあい会館に設置する災害（削除）

ボランティアセンターの設置及び運営に必要な情報機器等の設備や事務用品

の調達を支援する。 

(2) 市は羽島市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO・

NGO等のボランティア団体及び NPO等との連携を図るとともに、中間支援組織

（ボランティア団体・NPO等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行

う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置する。 

(3) 災害（削除）ボランティアセンターが設置された場合には、市本部内に 

ボランティア部会を設置し、関係機関への情報提供やセンターとの調整に当た 

る。 

(4) 市本部は、ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティア 

活動を行っている者の生活環境についての配慮を行う。 

2 県の活動 

県は、大規模災害発生時に、速やかに災害ボランティア受入に係る総合調整

等を担う災害ボランティア連絡調整会議を設置し、県社会福祉協議会及び関係

団体等と連携して、被災地におけるボランティアニーズを把握し、必要とする

ボランティア活動の内容、人数等について報道機関等の協力を得て全国へ情報

提供し、参加を呼びかける。 

3 羽島市社会福祉協議会の活動 

羽島市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、羽島市

社会福祉協議会災害対策本部を設置し、市本部等との協議の上、災害（削除）

ボランティアセンターを福祉ふれあい会館に設置する。災害（削除）ボラン

ティアセンターの運営は市本部及び県社会福祉協議会等と連携を図り、活動

の詳細については、別に定める「災害（削除）ボランティアセンター運営マ

ニュアル」による。 

4 岐阜県社会福祉協議会の活動 

岐阜県社会福祉協議会は、災害のため必要があると認めるときは、市及び

県と連携して、市町村社会福祉協議会が設置する災害（削除）ボランティア

センターの支援を行う。また、被害が甚大で全国的な災害救援活動の必要が

あると認めるときは、全国社会福祉協議会に対し災害救援のための支援を要

請する。 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 

 

 

 

 

「羽島市社会福祉協議会災害ボラ

ンティアセンター運営マニュア

ル」に沿った修正 
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82 

 

87 

 

89 

 

90 

 

 

91 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第 6節 交通応急対策 

（略） 

第 2項 輸送手段の確保 

（略） 

11 緊急物資の地域内輸送拠点の運用 

（略） 

(3) （追加）避難所等への輸送 

（追加）避難所等までの輸送は、原則として市が実施する。 

（略） 

第７節 通信の確保 

（略） 

2 通信の種類  

(1) 有線通信施設による通信 

地震災害時における有線電話による通信は、次の方法による。 

ア 一般加入電話による通信 

災害時においても、通常の使用方法により一般加入電話を利用し、次の

機関に連絡を行う。 

a 気象機関 

b 水防機関 

c 消防救助機関 

d 輸送確保関係機関 

e 通信確保関係機関 

f 電力供給関係機関 

g 警察機関 

h 災害予防、船舶、航空機の救援関係機関 

（略） 

第 9節 地震災害情報等の収集・伝達 

（略） 

2 被害状況等の報告 

（略） 

(2) 一定規模以上の災害 

市は、「火災・災害等即報要領『第３ 直接即報基準』」に該当する火災及び

災害等を覚知したときは、第一報を県に加え、消防庁に対しても、原則として

（略） 

第 6節 交通応急対策 

（略） 

第 2項 輸送手段の確保 

（略） 

11 緊急物資の地域内輸送拠点の運用 

（略） 

(3) 指定避難所等への輸送 

指定避難所等までの輸送は、原則として市が実施する。 

（略） 

第７節 通信の確保 

（略） 

2 通信の種類  

(1) 有線通信施設による通信 

 地震災害時における有線電話による通信は、次の方法による。 

ア 一般加入電話による通信 

災害時においても、通常の使用方法により一般加入電話を利用し、次の 

機関に連絡を行う。 

a 気象機関 

b 水防機関 

c 消防（削除）機関 

d 輸送確保関係機関 

e 通信確保関係機関 

f 電力供給関係機関 

g 警察機関 

h 災害予防、船舶、航空機の救援関係機関 

（略） 

第 9節 地震災害情報等の収集・伝達 

（略） 

2 被害状況等の報告 

（略） 

(2) 一定規模以上の災害 

市は、「火災・災害等即報要領『第３ 直接即報基準』」に該当する火災及び

災害等を覚知したときは、第一報を県に加え、消防庁に対しても、原則として

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消防機関」が正式な名称のため 
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地震-13 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

119 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 分以内で可能な限り早く、わかる範囲で直接、報告を行う。この場合にお

いて、消防庁から要請があった場合には、第一報後の報告も引き続き消防庁に

対して行う。 

また、消防機関へ 119番通報が殺到した場合、市は、即報要領の様式に関わ

らず、最も迅速な方法で県に報告するとともに消防庁へも直接、報告する。 

（追加） 

 

 

 

（略） 

第 10節 災害広報 

（略） 

5 被災者等への広報の配慮 

市及び県等は、文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要

配慮者の多様なニーズに配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者

及び所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した広報を

行う。（追加） 

 

（略） 

第 13節 県防災ヘリコプターの活用 

（略） 

1 災害応急対策活動のための防災ヘリコプターの出動 

 県知事は、市長から防災へリコプターの応援要請があり、次の要件のいず

れかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動による応援を行う。また、

県知事は、県域内に災害等が発生し、または発生のおそれがある場合、防災

ヘリコプターを出動させる。 

(1) 災害の状況把握及び情報収集が必要な場合 

(2) 被災地等への救援物資等の輸送及び応援要員等の搬送が必要な場合 

(3) 住民への避難誘導及び警報等の伝達が必要な場合 

(4) その他特に防災ヘリコプターによる災害応急対策活動が必要と認められ 

る場合 

2 防災ヘリコプターの応援要請 

市は、防災ヘリコプターの応援要請をする場合は、岐阜県防災ヘリコプター

30 分以内で可能な限り早く、わかる範囲で直接、報告を行う。この場合にお

いて、消防庁から要請があった場合には、第一報後の報告も引き続き消防庁に

対して行う。 

また、消防機関へ 119番通報が殺到した場合、市は、即報要領の様式に関わ

らず、最も迅速な方法で県に報告するとともに消防庁へも直接、報告する。 

さらに、市は震度 6弱以上の地震を観測した場合（総務省から必要に応じて

報告を求められた災害を含む。）は、総務省が別に定める方法等により、県へ

報告するものとする。県は同方法等により把握した被災市町村における行政機

能の確保状況を総務省へ報告するものとする。 

（略） 

第 10節 災害広報 

（略） 

5 被災者等への広報の配慮 

市及び県等は、文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要

配慮者の多様なニーズに配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者

及び所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した広報を

行う。特に外国人に対しては、多言語による災害情報の発信に配慮するものと

する。 

（略） 

第 13節 県防災ヘリコプターの活用 

（略） 

1 災害応急対策活動のための防災ヘリコプターの出動 

 県知事は、市長から防災へリコプターによる支援の要請があり、次の要件

のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプターの出動による支援を行う。

また、県知事は、県域内に災害等が発生し、または発生のおそれがある場合、

防災ヘリコプターを出動させる。 

(1) 災害の状況把握及び情報収集が必要な場合 

(2) 被災地等への救援物資等の輸送及び応援要員等の搬送が必要な場合 

(3) 住民への避難誘導及び警報等の伝達が必要な場合 

(4) その他特に防災ヘリコプターによる災害応急対策活動が必要と認められ 

る場合 

2 防災ヘリコプターによる支援の要請 

市は、防災ヘリコプターによる支援を要請する場合は、岐阜県防災ヘリコプ

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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県計画の変更に伴う修正 
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頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援協定に基づき、県に対して次の事項を明らかにして行う。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(5) 災害現場の最高指揮者の職、氏名及び連絡手段 

(6) その他必要事項 

3 防災ヘリコプターの運航体制 

 その他防災ヘリコプターの運航体制等については、「岐阜県防災ヘリコプタ

ー応援協定」「岐阜県防災ヘリコプター運航管理要綱」の定めるところによる。 

第 14節 災害救助法の適用  

（略） 

1 制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために、県

知事が国の機関として応急救助を行うものであるが、救助の事務の一部を市長

が行うこととすることができる。 

 救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、県知事が厚生労働大臣の承認

を得て定めることとされており、市及び県が救助に要した費用については、県

が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁することがある。 

（追加） 

 

 

 

 

 

（略） 

3 災害救助法の適用 

市長は、地震災害により災害救助法を適用する必要があると認めた場合、県

知事に対しその旨を要請する。 

県知事は、市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用

する。 

（追加） 

 

（略） 

ター支援協定に基づき、県に対して次の事項を明らかにして行う。 

(1) 災害の種類 

(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 離着陸を伴う場合においては離着陸予定地及び地上支援体制 

（削除） 

(5) その他必要事項 

3 防災ヘリコプターの運航体制 

 その他防災ヘリコプターの運航体制等については、「岐阜県防災ヘリコプタ

ー支援協定」「岐阜県防災ヘリコプター運航管理要綱」の定めるところによる。 

第 14節 災害救助法の適用 

（略） 

1 制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために、県

知事が法廷受託事務として応急救助を行うものであるが、救助の事務の一部を

市長が行うこととすることができる。 

救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、内閣総理大臣が定める基準に

従い県知事が定めることとされており、市及び県が救助に要した費用について

は、県が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁することがある。 

また、市及び県は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向

けて、あらかじめ救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うと

ともに、事務委託制度などの積極的な活用により役割分担を明確化するなど、

調整を行っておくものとする。 

なお、市が申請し、県知事の意見を聴いた上で、内閣総理大臣が指定した場

合は、救助主体（以下「救助実施市」という。）となることもできる。 

（略） 

3 災害救助法の適用 

市長は、地震災害により災害救助法を適用する必要があると認めた場合、県

知事に対しその旨を要請する。 

県知事は、市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用

する。 

また、県知事は多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じた場合、災害救助法を適用する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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頁 現計画 修正後 修正理由 
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130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15節 避難対策 

（略） 

4 避難場所及び避難所の開設・運用 

(1) 避難所の開設場所 

市は、災害が発生するおそれがある場合又は発災時に、必要に応じ、指定避

難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。また、要支援者のため、福祉避

難所を開設するものとする。必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施

設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所と

して開設する。さらに，要配慮者の多様なニーズに配慮して、被災地域外の地

域にあるものを含め、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な

避難所の確保に努める。なお、（追加）避難場所のライフラインの回復に時間

を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合

は、（追加）当該地域に避難場所を設置・維持することの適否を検討する。 

 

市及び県は、災害の規摸等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活

の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及

び空き家等の利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難場所の早

期解消に努めることを基本とする。 

参考資料 21「避難所及び福祉避難所一覧」 

(2) （追加）避難所の周知 

市長は、（追加）避難所を開設した場合、その旨を告示して速やかに地域住

民に周知するとともに、県をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（略） 

(10) （追加）避難所の運営・管理等 

市は、あらかじめ定めた避難所運営マニュアル（在宅被災者への対応を含

む。）に従って各（追加）避難所の適切な運営管理を行う。この際、（追加）避

難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、

避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者

等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村に対して協

力を求める。また、（追加）避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災

者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的

な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援

する。 

市は、（追加）避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。

第 15節 避難対策 

（略） 

4 避難場所及び避難所の開設・運用 

(1) 避難所の開設場所 

市は、災害が発生するおそれがある場合又は発災時に、必要に応じ、指定避

難所を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。また、要支援者のため、福祉避

難所を開設するものとする。必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施

設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所と

して開設する。さらに，要配慮者の多様なニーズに配慮して、被災地域外の地

域にあるものを含め、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な

避難所の確保に努める。なお、指定避難場所のライフラインの回復に時間を要

すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、

あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則として開設しないもの

とする。当該地域に避難場所を設置・維持することの適否を検討する。 

市及び県は、災害の規摸等にかんがみて必要に応じ、避難者の健全な住生活

の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及

び空き家等の利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難場所の早

期解消に努めることを基本とする。 

参考資料 21「避難所及び福祉避難所一覧」 

(2) 指定避難所の周知 

市長は、指定避難所を開設した場合、その旨を告示して速やかに地域住民に

周知するとともに、県をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（略） 

(10) 指定避難所の運営・管理等 

市は、あらかじめ定めた避難所運営マニュアル（在宅被災者への対応を含

む。）に従って各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所に

おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力

が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村に対して協力を求め

る。また、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負

担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体

的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

市は、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。そ

のため、食事供与の状況、下水道又は浄化槽の排水経路等を踏まえたトイレの

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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そのため、食事供与の状況、（追加）トイレの設置（追加）状況等の把握に努

め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プ

ライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、歯科衛生士、保健師、看護師、管理

栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の

状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や（追加）避難所の衛

生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。また、必要に応じ、(追

加)避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

市は、（追加）避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女

のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、

巡回警備や防犯ブザーの配布等による（追加）避難所における安全性の確保な

ど、女性や子育て家庭のニーズに配慮した（追加）避難所の運営に努める。ま

た、外国人への対応について十分配慮するものとする。 

市は、それぞれの（追加）避難所に受入れている避難者に係る情報及び（追

加）避難所で生活せず食事のみ受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把

握に努めるものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい

福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情

報について市町村に提供するものとする。 

市は、やむを得ず（追加）避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療

サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

（略） 

(13) （追加）避難所における措置 

（追加）避難所における市長の実施する救援措置は、おおむね次のとおりと

する。  

ア 被災者の受入れ 

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

(14) ボランティアの活用 

市は、（追加）避難所を開設するにあたって、日本赤十字社奉仕団、その他

設置・使用可能状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用

状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、歯

科衛生士、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者

の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努

める。また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確

保に努める。 

市は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニ

ーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干

し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回

警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。また、外国人へ

の対応について十分配慮するものとする。 

市は、それぞれの指定避難所に受入れている避難者に係る情報及び指定避難

所で生活せず食料や水等を受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把握

に努めるものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福

祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報

について市町村に提供するものとする。 

市は、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サー

ビスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

（略） 

(13) 指定避難所における措置 

指定避難所における市長の実施する救援措置は、おおむね次のとおりとす

る。 

ア 被災者の受入れ 

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

(14) ボランティアの活用 

市は、指定避難所を開設するにあたって、日本赤十字社奉仕団、その他ボラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 
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ボランティア団体の協力を得て、（追加）避難所の生活環境の保持等に努める。 

県は、市の実施する救援措置が円滑に行われるよう、ボランティアのあっせ

んをする。 

（略） 

10 要配慮者への配慮 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行

動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速

な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

市及び県は、避難誘導、（追加）避難所（追加）での生活環境の保持及び応

急仮設住宅への受入れに当たっては、災害時要配慮者に十分配慮する。特に（追

加）避難所（追加）での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮

設住宅への優先的入居、高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努め、

要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

（略） 

12 広域一時滞在 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市

外への広域的な避難及び（追加）応急仮設住宅等への受入れが必要であると判

断した場合において、県内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に

直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都

道府県との協議を求める。 

（略） 

第 20節 要配慮・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 要配慮者・避難行動要支援者対策 

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定めるものとする。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成す

るものとする。 

（略） 

3 外国人対策 

(1) 各種通訳の実施 

県は、公益財団法人岐阜県国際交流センターの協力を得て、通訳ボランティ

アを必要な地域に派遣する。 

ンティア団体の協力を得て、指定避難所の生活環境の保持等に努める。 

県は、市の実施する救援措置が円滑に行われるよう、ボランティアのあっせ

んをする。 

（略） 

10 要配慮者への配慮 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行

動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速

な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

市及び県は、避難誘導、指定避難所等での生活環境の保持及び応急仮設住宅

への受入れに当たっては、災害時要配慮者に十分配慮する。特に指定避難所等

での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入

居、高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努め、要配慮者に向けた情

報の提供についても十分配慮する。 

（略） 

12 広域一時滞在 

市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市

外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要である

と判断した場合において、県内の他の市町村への受入れについては、当該市町

村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他

の都道府県との協議を求める。 

（略） 

第 20節 要配慮・避難行動要支援者対策 

（略） 

1 要配慮者・避難行動要支援者対策 

市は、市計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等

を行うための措置について定めるものとする。 

市は、市計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成し

なければならない。 

（略） 

3 外国人対策 

(1) 各種通訳の実施 

県は、公益財団法人岐阜県国際交流センターの協力を得て、通訳ボランティ

アを必要な地域に派遣する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-18 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

 

 

 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 正確な情報の伝達 

県と市は、テレビ・ラジオ等の外国語放送による正確な情報を伝達するなど、

外国人に対し、避難所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱することがない

よう努める。 

（略） 

第 21節 帰宅困難者対策 

1 市民及び事業所等の啓発 

市及び県は、都市圏において、公共機関が運行を停止し、帰宅困難者が大量

に発生する場合は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報によ

り、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、（追加）滞在場所の確保

などの帰宅困難者等への支援を行う。また、各種手段により、徒歩帰宅に必要

な装備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必

要な啓発に努める。 

（略） 

第 22節 応急住宅対策 

1 住宅確保等の種別 

住宅を失いまたは破損し、もしくは土石の侵入その他によって居住すること

ができなくなった被災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種類及

び順位による。 

(2) 正確な情報の伝達 

県と市は、テレビ・ラジオ等の外国語放送や多言語によるインターネットな

どを通した正確な情報を伝達するなど、外国人に対し、避難所や物資支給等の

必要な情報が欠如、混乱することがないよう努める。 

（略） 

第 21節 帰宅困難者対策 

1 市民及び事業所等の啓発 

市及び県は、都市圏において、公共機関が運行を停止し、帰宅困難者が大量

に発生する場合は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報によ

り、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、一時滞在施設の確保など

の帰宅困難者等への支援を行う。また、各種手段により、徒歩帰宅に必要な装

備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必要な

啓発に努める。 

（略） 

第 22節 応急住宅対策 

1 住宅確保等の種別 

住宅を失いまたは破損し、もしくは土石の侵入その他によって居住すること

ができなくなった被災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種類及

び順位による。 

 

県計画の変更に伴う修正 
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（略） 

2 実施体制 

応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等は、原則として市

長が行う。災害救助法が適用された場合においても県知事から委任されたと

き、または県知事による救助のいとまがないときは、市長が行う。 

市及び県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業界団体に

協力を求めて実施する。応急仮設住宅を建設して確保することが困難な場合

は、関係団体に協力を求め、民間賃貸住宅を借り上げて提供する。また、災害

発生時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅の

空家等の把握に努め、必要時に迅速にあっせんできるように準備する。 

市は、自ら応急仮設住宅の供給、住宅の応急修繕及び障害物の除去をする

ことが困難な場合は、他市町村または県に応援を得て実施する。 

（略） 

第 23節 医療・救護活動 

（略） 

(4) 災害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣要請 

 

（略） 

2 実施体制 

応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等は、原則として市

長が行う。災害救助法が適用された場合においても県知事から委任されたと

き、または県知事による救助のいとまがないときは、市長が行う。 

市及び県は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業界団体に

協力を求めて実施する。（削除）また、災害発生時における被災者用の住居と

して利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅の空家等の把握に努め、必要時に迅速

にあっせんできるように準備する。 

 

市は、自ら応急仮設住宅の供給、住宅の応急修繕及び障害物の除去をする

ことが困難な場合は、他市町村または県に応援を得て実施する。 

（略） 

第 23節 医療・救護活動 

（略） 

(4) 災害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣要請 
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市及び県は、必要に応じて医療関係機関又は国非常本部等に対し、災害派遣

医療チーム（DMAT）等の派遣を要請する。 

県は、その区域内又は近隣県からの災害派遣医療チーム（DMAT）（追加）等

の派遣に係る調整を行う。また、活動場所（医療機関、救護所など）の確保を

図る。 

（略） 

第 24節 救助活動 

1 救助活動 

市及び県警察は、緊密な連携のもとに速やかに救出作業を行い、負傷者につ

いては、医療機関（救護所を含む。）に収容する。 

なお、作業は、必要に応じ機械、器具を借り上げ、岐阜県防災ヘリコプター

応援協定に基づき、防災ヘリコプターを要請するなど実情に即した方法により

速やかに行う。   

市本部における被災者の救出は、本部連絡員室が消防部・県支部警察班その

他関係機関と連絡を取って実施するが、直接の実施は市本部班員、消防部員あ

るいは奉仕団員等の労力などによって行う。 

（略） 

第 25節 遺体の捜索・取り扱い・埋葬 

【方針】 

地震災害時に死亡した者の遺体の捜索、見分、取り扱い、埋葬等を的確に実

施するため、遺体捜索体制の確立、必要機器や遺体安置場の確保、他市町村、

隣県等の協力による火葬の実施等迅速に必要な措置を行う。広域に被災した場

合は、検視、検案体制を含め、広域調整を行う。 

（略） 

3 遺体の埋火葬 

(1) 遺体の埋葬 

市は、遺体を遺族へ引き渡しまたは火葬に付し、骨つぼもしくは骨箱を遺族

に引き渡す。身元の判明しない遺体は、福祉班は火葬に付し、墓地または納骨

堂に埋収蔵する等必要な措置をとる。 

なお、埋葬の実施に当たっては次の点に留意を要する。 

（略） 

(2) 基準 

（略） 

ウ 費用の範囲及び限度 

市及び県は、必要に応じて医療関係機関又は国非常本部等に対し、災害派遣

医療チーム（DMAT）等の派遣を要請する。 

県は、その区域内又は近隣県からの災害派遣医療チーム（DMAT）やドクター

ヘリ等の派遣に係る調整を行う。また、活動場所（医療機関、救護所など）の

確保を図る。 

（略） 

第 24節 救助活動 

1 救助活動 

市及び県警察は、緊密な連携のもとに速やかに救出作業を行い、負傷者につ

いては、医療機関（救護所を含む。）に収容する。 

なお、作業は、必要に応じ機械、器具を借り上げ、岐阜県防災ヘリコプター

支援協定に基づき、防災ヘリコプターを要請するなど実情に即した方法により

速やかに行う。   

市本部における被災者の救出は、本部連絡員室が消防部・県支部警察班その

他関係機関と連絡を取って実施するが、直接の実施は市本部班員、消防部員あ

るいは奉仕団員等の労力などによって行う。 

（略） 

第 25節 遺体の捜索・取り扱い・埋火葬 

【方針】 

地震災害時に死亡した者の遺体の捜索、見分、取り扱い、埋火葬等を的確に

実施するため、遺体捜索体制の確立、必要機器や遺体安置場の確保、他市町村、

隣県等の協力による火葬の実施等迅速に必要な措置を行う。広域に被災した場

合は、検視、検案体制を含め、広域調整を行う。 

（略） 

3 遺体の埋火葬 

(1) 遺体の埋火葬 

市は、遺体を遺族へ引き渡しまたは火葬に付し、骨つぼもしくは骨箱を遺族

に引き渡す。身元の判明しない遺体は、福祉班は火葬に付し、墓地または納骨

堂に埋収蔵する等必要な措置をとる。 

なお、埋火葬の実施に当たっては次の点に留意を要する。 

（略） 

(2) 基準 

（略） 

ウ 費用の範囲及び限度 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援協定から支援協定に変更され

たため。 
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173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 

埋火葬に要する費用の範囲及び限度は次のとおりである。 

ａ 費用の範囲 

棺、骨つぼ、火葬または土葬に要する経費で、埋火葬の際の人夫及び輸

送に要する経費を含むが、埋火葬に当たっての供花代、酒代等は含まない。 

（略） 

(3) 報告及び事務手続 

市本部福祉班は、埋火葬を実施したときは「救助実施記録日計票(様式 73

号)」、「救助の種目別物資受払状況(様式 74号)」及び「埋葬台帳(様式 98号)」

を作成し、整備保管するとともにその状況を毎日、県本部防災班に「救助日報

(様式 5号)」により報告する。 

（略） 

6 応援協力 

市は、自ら遺体の捜索、取り扱い、収容、埋葬の実施が困難な場合、他市町

村または県へ実施、もしくは実施に要する要員及び資機材について応援を要請

する。 

県は、市町村の実施する遺体の捜索、取り扱い、収容、埋葬に特に必要があ

ると認めたときは、他市町村ほか関係機関・団体に応援するよう指示する。 

 応援の要求を受けた機関は、積極的に協力する。 

（略） 

第 28節 清掃活動 

（略） 

2 災害廃棄物の発生への備え 

市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅

速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一

般廃棄物（（追加）避難所（追加）ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含め

た災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等

について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。また、十分

な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域

単位で、平時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに

処理施設の能力を維持し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の

確保を図るものとする。 

（略） 

 

第 4章 東海地震に関する事前対策 

埋火葬に要する費用の範囲及び限度は次のとおりである。 

ａ 費用の範囲 

棺、骨つぼ、埋火葬に要する経費で、その人夫及び輸送に要する経費を

含むが、（削除）供花代、酒代等は含まない。 

（略） 

(3) 報告及び事務手続 

市本部福祉班は、埋火葬を実施したときは「救助実施記録日計票(様式 73

号)」、「救助の種目別物資受払状況(様式 74 号)」及び「埋火葬台帳(様式 98

号)」を作成し、整備保管するとともにその状況を毎日、県本部防災班に「救

助日報(様式 5号)」により報告する。 

（略） 

6 応援協力 

市は、自ら遺体の捜索、取り扱い、収容、埋火葬の実施が困難な場合、他市

町村または県へ実施、もしくは実施に要する要員及び資機材について応援を要

請する。 

県は、市町村の実施する遺体の捜索、取り扱い、収容、埋火葬に特に必要が

あると認めたときは、他市町村ほか関係機関・団体に応援するよう指示する。 

 応援の要求を受けた機関は、積極的に協力する。 

（略） 

第 28節 清掃活動 

（略） 

2 災害廃棄物の発生への備え 

市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅

速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一

般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の

廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、

災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。また、十分な大きさの

仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、平

時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設

の能力を維持し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図

るものとする。 

（略） 

 

第 4章 東海地震に関する事前対策 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

記載誤りに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［地震対策計画］新旧対照表 

地震-22 

頁 現計画 修正後 修正理由 

 

214 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

238 

 

 

 

239 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第 10節 物資等の確保対策 

（略） 

(2) 関係指定地方行政機関の協力 

ア 育児用粉乳、おにぎり・弁当・缶詰等応急食品 … 東海農政局 

イ 生活必需物資 … 中部経済産業局 

ウ 災害復旧用木材 … 中部森林管理局 

（略） 

 

第 6章 地震災害復旧 

（略） 

第 4節 被災者の生活確保 

（略） 

2 個人被災者への資金援助等 

（略） 

(6) 災害生業資金 

岐阜県社会福祉協議会は、災害救助法に基づき、同法を適用した市町村に居

住する者で、零細な資本によって生業を営んでいる者が、地震災害のため住家

を全壊、全焼または流出した場合に、その自立更正をさせるため、災害生業資

金の貸付けを行う。 

(7) 知事見舞金 

県は、地震災害により多数の者が被害を受けた場合は、被災者に対し、知事

見舞金を支給する。 

（略） 

（略） 

第 10節 物資等の確保対策 

（略） 

(2) 関係指定地方行政機関の協力 

ア 育児用粉乳、おにぎり・弁当・缶詰等応急食品 … 農林水産省 

イ 生活必需物資 … 中部経済産業局 

ウ 災害復旧用木材 … 中部森林管理局 

（略） 

 

第 6章 地震災害復旧 

（略） 

第 4節 被災者の生活確保 

（略） 

2 個人被災者への資金援助等 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

(6) 知事見舞金 

県は、地震災害により多数の者が被害を受けた場合は、被災者に対し、知事

見舞金を支給する。 

（略） 

 

 

 

 

機構改革に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 

 

 

 



羽島市地域防災計画修正案［原子力災害対策計画］新旧対照表                              

原子力-1 

頁 現計画 修正後 修正理由 

1 

 

 

 

 

第 1章 総則 

（略） 

第 2節 計画の性格 

（略） 

2 計画の策定又は修正に際し遵守すべき指針 

この計画の修正に際しては、国の原子力規制委員会が定める「原子力災害対

策指針」（平成 24年 10月 31日策定、平成 28年 3月 1日最終改定、以下「指

針」という。）を遵守する。 

（略） 

第 1章 総則 

（略） 

第 2節 計画の性格 

（略） 

2 計画の策定又は修正に際し遵守すべき指針 

この計画の修正に際しては、国の原子力規制委員会が定める「原子力災害対

策指針」（平成 24年 10月 31日策定、平成 30年 10月 1日最終改定、以下「指

針」という。）を遵守する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

県計画の変更に伴う修正 

 

 


